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　　　　───────────────────────────────
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　　　　　　　な　し
　　　　───────────────────────────────
────────────────────────────────────────
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年６月17日（月曜日）
────────────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　議事日程（第１号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年６月17日　午前９時開会
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　一般質問
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　本日の会議に付した事件
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　一般質問
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　出席議員（10名）
　　　　　　１番　大　西　　　保君　　　　　　２番　古　都　勝　人君
　　　　　　３番　岡　本　健　三君　　　　　　４番　荒　木　　　博君
　　　　　　５番　櫃　田　洋　一君　　　　　　６番　岩　﨑　昭　男君
　　　　　　７番　近　藤　仁　志君　　　　　　８番　久　代　安　敏君
　　　　　　９番　坪　倉　勝　幸君　　　　　　10番　山　本　芳　昭君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　欠席議員（なし）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　欠　　員（０名）
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　事務局出席職員職氏名
局長　───────　花　倉　幸　江君　　書記　───────　花　倉　順　也君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　説明のため出席した者の職氏名
町長　───────　中　村　英　明君　　副町長　──────　丸　山　　　悟君
教育長　──────　伊　田　典　穂君　　総務課長　─────　木　下　順　久君
企画課長　─────　實　延　太　郎君　　教育次長　─────　村　上　伴　樹君
住民課長　─────　淺　田　雅　史君　　病院事業管理者　──　中　曽　森　政君
農林課長　─────　坂　本　文　彦君　　建設課長　─────　財　原　　　積君
福祉保健課長　───　渡　邊　輝　紀君　　保育園長　─────　段　塚　直　哉君
会計管理者　────　長　崎　み　よ君　　農業委員会事務局長　　松　本　道　博君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午前９時２０分開会
○議長（山本　芳昭君）ただいまの出席は１０名であります。定足数に達していますの



で、令和元年第４回日南町議会定例会を開会いたします。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。
　タブレットの令和元年第４回定例会フォルダーの報告書ファイルをお開きください。
　地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に出席を求めた者は、１ページの報告書
のとおりであります。
　本町の監査委員から、令和元年５月１７日付をもって、地方自治法第２３５条の２の規
定による例月出納検査の結果について報告がありました。２ページから１８ページのとお
り報告いたします。
　本日までに議長において決定した議員派遣の件については、１９ページの報告のとおり
であります。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　会議録署名議員の指名
○議長（山本　芳昭君）日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。
　会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、３番、岡本健三
議員、４番、荒木博議員の２名を指名いたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２　会期の決定
○議長（山本　芳昭君）日程第２、会期の決定を議題といたします。
　今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会期
は、本日６月１７日から６月２１日までの５日間であります。
　お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日６月
１７日から６月２１日までの５日間とすることに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、会期は、本日から６月２１日まで
の５日間に決定いたしました。
　つきましては、今期定例会の運営について、格別の御協力をお願いいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）ここで、執行部からの発言が求められていますので、これを許し
ます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）改めまして、皆さん、おはようございます。
　令和元年の６月の定例議会ということで、１０名の議員の皆さん全員が御出席の中で開
会できますことを喜びたいというふうに思っております。
　３点ほど、私のほうから報告をさせていただきたいというふうに思っております。
　１点目ですけれども、昨日、御案内のように日南町の水防訓練がありまして、約２００
人の御参加をいただきました。特に自衛消防といいましょうか、地域の皆さん方の参画が
半数以上おられまして、近年の豪雨に対する意識の高さ、あるいは地域力というところの
力を感じたところであります。
　また、２点目ですが、同じく昨日でしたけれども、６月の２７日からだったと思います
けれども、例年の蛍のイベントといいますか、ありますけれども、それの事前の清掃作業
があったということで、地元の皆さんを初めとして、約５０人ぐらい御参加されたという
ことで、そのうち町外の皆さんも５人ほど参画していただいたということであります。
　２点ではありますけれども、やはりこういった地域に必要なものということの中の自立
心だとか、全員の参加とか、そういったところの中で力が備わってきている、あるいは意
識を高めていただいているということにお礼を申し上げたいというふうに思っておりま
す。
　３点目ですけれども、例年、国家公務員の皆さんがお越しいただいて、地方自治体験と
いうことで、本日から今週いっぱい、金曜日までですが、来ていただいております。本年
も３人ということで、農林水産省、経済産業省、それから警察庁のそれぞれお一人ずつの
３名であります。地域の中のいろんな体験をしたり見ていただくということになろうかな
というふうに思っておりますけれども、あすですが、１時間ほどになりますけれども、本
議会の傍聴ということもカリキュラムに入っておりますので、事前といいましょうか、お
知らせをしたいというふうに思っております。
　本定例会におきましては、一般質問の７名の方、そして補正予算３件を上程させていた
だいております。慎重に御審議賜りまして、御承認いただくことをお願い申し上げまし
て、私からの冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
　　　　─────────────・───・─────────────



　日程第３　一般質問
○議長（山本　芳昭君）タブレットの一般質問ファイル１ページをお開きください。
　日程第３、一般質問を行います。
　一般質問は、議事進行の都合と通告制になっている関係上、関連質問については制限を
いたしますので、御協力をお願いいたします。
　１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）おはようございます。４月の町議会選挙後、日南町議会も
新体制となり、初めての本会議で７名の議員が一般質問いたします。町民の皆様の声を反
映する絶好の機会であると思っております。
　私は、今回、３月議会に質問いたしました環境問題と危険家屋対策について、あえて再
度質問させていただきます。
　まず、１点目ですが、日南町は、環境立町日南町を宣言し、環境問題を取り組んでこら
れましたが、中村町長として、環境への思い、また重点施策をお伺いいたします。
　また、日南町地球温暖化防止実行計画を平成２８年７月に作成されましたが、その実行
計画を達成するためにどのように取り組まれるかをお伺いいたします。
　次に、長年の課題であるセントラルファームの排水問題についての進展はあるのかをお
伺いします。
　２点目は、老朽危険家屋対策についてであります。
　３月議会で私の質問に対し、町長の答弁で、しっかりと協議会の方に現場を確認してい
ただき、前向きに進めたいと答弁していただきましたが、その後の対応状況をお伺いしま
す。よろしくお願いいたします。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）大西保議員の御質問にお答えします。
　まず、第１点目の環境問題への取り組みについてということで、町長としての重点施策
の思いについてでありますけれども、日南町の豊かな自然とその恵みを次世代に継承して
いくための取り組みを続けていくことが最も重要だというふうに考えております。具体的
には、環境立町推進協議会を中心に、再生エネルギーの導入推進、ごみの減量化、資源
化、希少動植物の保護を初めとする生態系の保全、また企業の環境貢献活動も含めた森林
保全活動など、さまざまな取り組みを行っております。行政を運営する中で、産業と自然
の共生、そのバランスをとることについては、常に心がけていきたいというふうに思って
おります。
　次に、地球温暖化対策への取り組みについてでありますが、日南町地球温暖化防止実行
計画を２０１６年に策定し、町内の公共施設における二酸化炭素排出量の削減を定めてお
ります。目標年度の２０３０年度には２６％を削減するという数値を掲げました。平成
３０年度の排出量につきましては、会計閉鎖を迎え、現在集計中でありますけれども、目
標達成に向けてはさらなる取り組みが必要と考えております。公共施設の利用率を向上さ
せれば目標達成は難しくなるといった側面もありますけれども、役場の執務室のＬＥＤ化
や週２回のノー残業デーの設定、公用車のハイブリッド車導入など、実施可能な取り組み
を続けております。二酸化炭素排出を相殺する町有林Ｊ－クレジットも、町内外の企業に
理解と協力をいただきながら販売額を伸ばしているところであります。また、低炭素社会
の実現において、再生可能エネルギーの導入推進も必要な観点から、家庭用の発電設備等
導入推進補助金事業は継続していきたいというふうに思っているところであります。
　次に、セントラル農場の排水の問題の進展についてということでありますけれども、本
年４月の１１日に新しく就任されました社長が来庁されました。面談をしました。その中
で、本町からは、現在の水質基準を守りながら事業運営を続けてほしい旨の要望をしてお
ります。これにつきましては、引き続き努力をしていくという回答をいただいたところで
あります。
　また、協定書の締結につきましての申し入れを行いましたが、これまでどおり、水質基
準の設定で意見の食い違いはありましたけれども、協議は継続していくことを約束したと
ころであります。
　近年実現していなかったトップ会談を今後は継続していくことを確認できたということ
は、まずひとまずの進展というふうに考えておりますが、早期な協定書の締結にさらなる
努力をしていきたいというふうに思っております。
　次に、老朽化危険家屋への対応についてでございますが、町内の危険家屋等につきまし
ては、解体撤去の補助金や、その制度を利用した場合、固定資産税の減免制度も用意し、
取り壊しやすい環境を整えていくことを説明しながら、補助事業の活用を促しておるとこ
ろであります。これは指導、助言といった働きを行う行政指導の段階による対応でありま



す。不利益処分である命令などへ移行することについては、国土交通省から「特定空家等
に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針がガイドラインとして示され
ており、それに従って行うこととなります。これによりますと、自治体が判断できる裁量
がある一方で、措置については財産権の制約を伴う行為が含まれることから、慎重な手続
を踏むことが求められております。また、私有財産である空き家に対する措置について、
行政が関与すべき事案かどうか、その規制手段に必要性や合理性があるかどうかを判断す
る必要があります。全国的な問題でもある危険家屋でありますけれども、国内での行政代
執行が年間１０件程度にとどまっていることからも、判断の厳しさを物語っております。
　しかしながら、措置の対象物の悪影響の程度や危険等の切迫性を空き家対策協議会にお
いて再確認し、次のステップへ準備を行い、議会あるいは地域の皆さんにも協議を重ねな
がら進めてまいりたいというふうに思っております。現在、４月以降の協議会を開催して
おりませんけれども、至急開催をして、その推進に当たりたいというふうに思っておりま
す。
　以上、大西保議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ありがとうございました。
　私は３月議会で３点質問しまして、そのうちの２点、あえてこれを議会に質問するとい
うことはなぜかといいますと、５月２８日に行われました日南町自治協議会、自治会長会
議の内容に、私が質問した内容、２点とも出ておりました。その内容の回答、個別対応と
いう項目に入っておりまして、その文書を見た中で私は憤りを感じまして、何にも町長は
やってないなと、３月議会でお願いした内容そのままだなという感じをして、ちょっと憤
りを感じまして、あえて再度質問いたしました。
　まず、日南町の環境問題ですが、実際、２００８年ぐらいから１３年間たっております
し、基本計画、第３次までつくっておられます。これは前町長、矢田町長時代、それから
増原町長時代、それから新たに昨年から中村新町長の体制でやられるわけですけども、本
当に環境立町日南町と言えるのかという感じをしております。
　さかのぼってみますと、鳥取県は環境立県ということで、当時、片山知事が旗振りされ
て、いろんな環境活動をされました。そのときの言葉を使われて、引用されて、環境立町
日南町と言われたと思うんですけども、当初の熱い思いがもう１３年たつと、私の感じ方
でいくと大変薄いなという感じをしております。本当に環境のいろんな審議会も出席者が
少ない。審議会については１年間何もされてない。町長の諮問機関である審議会もゼロで
した。それから、環境立町推進協議会もありますが、年に１回の総会、内容はいろいろあ
りますけども、そういった中で、私は本当に、きょうの新聞も出てましたが、地球温暖化
ということで、政府も２０５０年には８０％、ＣＯ2 ・;削減と、８０％削減と大きな目
標を掲げてます。これはあくまで世界の、今、２０年近く前から言っている地球温暖化を
本当に取り組まなだめだということを言っておるわけです。
　あえてここで聞きますが、町長、副町長時代に私も質問しております。日南町の環境の
基本計画推進連絡会というのがあるわけ。３つあるわけですね。その一番上は環境審議会
があり、日南町立町推進の会があり、そして町の各課が集まる推進会議がある。これを毎
年されてますかどうか、そこをまずお伺いいたします。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）今、大西議員の質問の案件は、役場庁舎内に室長クラスで対
応するという協議会を持っておるわけですけれども、それにつきましては、今、まさに
ＣＯ2 ・;の排出量を、庁舎内の、いわゆる公共施設のものを調査しているわけですけど
も、それの調査を実際に行うというような作業は行っておりますけども、なかなか集まっ
て全ての職員が協議会という形で意見交換をしたということはございませんけれども、
個々の各課に対しまして、どういう取り組みをして、ことしどういう排出量があったのか
というような調査を今実際に作業をやっておる最中でございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）第三次日南町環境基本計画は、中身は熟知されてますか、
住民課長。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）どの辺のレベルを熟知というのかわかりませんけれども、一
応といいますか、しっかり計画のほうは読ませていただきまして、把握しておるつもりで
ございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）わかりました。じゃあ２５ページの計画の推進のとおり実



行してください。どういうことをいつまでにしなければならないか、きちっと書いてあり
ます。要するにこのとおりまずやることです。これつくられたんですから。去年ですよ。
去年、３０年３月につくられた基本計画。
　その次に、地球温暖化防止計画ですけども、これの計画でいきますと、２０２０年が、
中間の目標数値が明確にされとるわけです。もう来年です。その前は７年前の２０１３年
を基準にしておるんですけども、もう来年ですが、現時点の把握されている削減量は何％
ですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）基準の年を、平成２５年ですけれども、その年に５，２５０
トンの排出量であったわけですけども、今持っております２９年度の末での数字が
５，２６４トンでございますので、ほぼ横ばいということで、まだ大きな削減までは至っ
てないという数字が排出量としては、二酸化炭素の排出量は数値が出ております。いわゆ
る横ばいということでございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ということは、来年の目標数字１０％マイナス減はできな
いということですね。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）このままの推移でいきますと、その削減量には届かないとい
うような見込みは立てられようかと思いますけども、先ほど町長が述べましたように、で
きることをやっていくという姿勢のもとで、削減に向けた努力はしていく考えでございま
す。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）簡単な質問をいたします。道の駅ができて４年目になり、
３年間の実績があるわけですけども、道の駅の排出トン数量は、この計画の数字に入って
ますか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）済みません。確認いたしますけれども、たしか道の駅はカー
ボン・オフセットをしておるという、排出量自体……。ちょっと確認してからまた答弁さ
せていただきます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）これは基本中の基本ですよ。道の駅は、あそこのうたい文
句は何ですか。一番の。日本初、何でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）ＣＯ2 ・;排出ゼロの道の駅というのをうたい文句にしてお
ります。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）だからそこでの年間排出量は幾らですか。去年も出てま
す。その前も出てます。１年目も２年目も数値は出てます。環境の１トン、２トンを少し
でも削減しようという住民課長がその数値わからないんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）２９年度で１４１トンを施設で排出といいますか、ＣＯ2 
・;を排出しております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）そういうように、日南町の施設、町文化センターも道の駅
も全て入れて、総トン数５，０００トンという数値なんですね。そして道の駅、新たに出
ましたと、当初計画は３００トンだったんですが、計算のやり方によって１３４トン、半
減以下になったわけです。何にもしなくてもそうなっただけで、実質は１３０トン、
１４０トンだったわけです。それをどう下げていくかなんですよ。道の駅、ゼロの道だか
ら、本当にゼロなのか。ゼロじゃないわけですよ。それは寄附しているだけのことであっ
て、数字のマジックだけであって、本当の環境活動、全くやってないわけですよ。
　私が言いたいのは、本当の環境活動をやっていかないと、Ｊ－クレジットも同じです。
本当の環境活動なのかと。ちょっと私も専門的になったらややこしくなるので、そこまで
にしておきますけども、本当にこの環境計画の３次に入っております。実のある環境活動
をやっていただきたい。そして町長の、一番お願いしたい。最初に言われました。産業と
自然の共生と言われました。いろいろな産業は雇用を確保するために大事です。しかし、
それは自然に負荷をかけてはいけないということがあるわけです。
　ここで私は今からセントラルの農場の問題をあえて言うわけですけども、実は以前か
ら、前町長のときからも、９月議会でも早くトップ会談をしてくださいよということを言



っておりまして、３月も言いました。そして実はきょう答弁で４月１１日に面談された
と、物すごく以前からいいますと大きな変化点でした。なぜそういった大きな変化点なの
に、今まで河川の水質悪化に関する意見交換会を２４年ぐらいからずっと７年間やってき
てました。これだけ、一部の資料ですけども、たくさんの資料がある。これ何回も、今ま
で１４回、会合してきました。皆さん夜集まって話をしたわけです。ほとんど進展してな
いわけです。今回、社長と面談、トップ会談したと、大ニュースになるわけですね。それ
を知ったの、私は先週の末でした。我々、口酸っぱく言って、お願いしてきた重要なもの
を、町長がもしそれならばすぐ意見交換会のメンバー集めてこうやったよと、なぜそうい
うことを言ってもらえなかったんでしょうか。重要度をどう考えておられるんでしょう
か。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）最初に、環境についての若干の総論的な考え方をお知らせしてい
きたいというふうに思ってます。
　日南町という町、やはり環境というのは一つの大きなテーマだというふうに私自身は思
ってますし、また、これからの社会の中で、やはり２１世紀は環境と言われながらという
ふうな認識を私自身は持ってますし、特に日南町という町にとって、やはり環境という広
い広義な意味での含めてですが、大事なものだろうというふうに私自身は認識しておりま
す。
　先般、どういいましょうか、米子のほうで会議があったときに、ちょうど隣の席に米子
の方がおられまして、ちょっと雑談をしたところでありますけれども、そのときにあえ
て、初めて臨席された方ですけれども、日南町という町をどういうふうに見ておられます
かという話を聞いたときに、その方はですが、日南町という町は水だというふうに言って
おられまして、ああ、そうかというふうに、そういうふうな見方をされているんだなとい
うふうに思っております。つまり私たちの川上という地理的なところはもちろんあります
けれども、それだけではなくて、やはり森林だとか、水だとか、今までＪ－クレジットを
やっております。そしてやっぱり希少動物というところもこれからは考えていきたいとい
うふうに思っております。特にことしはグリーンツーリズムの推進協議会のほうも立ち上
げていただいておりますので、そういったことの見方もあります。それと、今、国連で
は、ＳＤＧｓですか、経済と社会と環境というテーマの中で世界は動きましょうというこ
との、持続可能な社会をつくるという目標ではありますけれども、できるだけ、今、まだ
始まったばっかりでありますし、日南町としてもこの間シンポジウムをさせていただいた
ということがありまして、現在やっている行為を張りつけているというような状況が現時
点ではあろうかなというふうに私自身は思っておりますけれども、これからはやはりそれ
を伸ばしていくというところにも力を注いでいく必要性がある。それが日南町ができる地
理的な条件も持っていますし、内容も持っているというふうに思っていますので、そうい
った意味で、環境のほうはさらに伸ばしていければというふうに認識しております。
　２番目のセントラルの関係ですけれども、４月にさせていただきまして、回答したとお
りでありますが、それ以外にも、やはり一つの大きな会社でありますし、当然日南町の住
民の皆さんが働いている場所でもありますので、さらに、契約の内容はもちろんの話です
けれども、それ以外のことでお願いというか、できることありませんかというような話も
させていただいているところであります。できるかできんかは別として、当初、食のバザ
ールあたりも参画していただいた経過もありますので、そういったことだとか、広くちょ
っと考えていただきたいというふうにお願いをさせていただきました。
　ただ、最初に来られた方のときのやはり情報、社長さんのほうが情報というところを余
りとってこられてなかったのかなという、個人的にですが、ということがありましたの
で、るる説明しながら、次回に向けて進めさせてくださいというお願いをしておりますの
で、これから何回会えるかわかりませんが、二、三カ月に１度は来たいというような方針
を聞いておりますので、その段階でまたお会いができるようにお願いをしておりますの
で、その機会を捉えてさらに進めればというふうに思っておりますので、格別の御協力を
いただきたいというふうに思っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ありがとうございました。
　町長、今まで副町長時代、矢面に立たれて会議に出ておられました。過去１４回。今後
の会の推進方法は、町長はその会に出られるのか、もしくは副町長にかわられるのか、そ
の辺はどうなんでしょう。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）基本的には副町長にお願いをしたいというふうに思っております
けれども、最終的なところにつきましての説明は、私のほうができるようであればしたい



というふうに思っております。ただ、今、御案内のように、水質的にはある程度安定した
期間もあってますし、地元の御意見の中でも安全宣言というような言い方をしてこられて
おりますので、その安全宣言をどの位置づけにするかというところの中で、今考えており
ますのは、やはり運営者との契約というところが、協定といいましょうか、それがやはり
最終のラインではないのかなというふうに思っておりますので、その目標に向けて努力し
ていきたいというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ということで、今後、丸山副町長を中心にその会を持たれ
ると思うので、できましたら、もう９カ月も開いておられません。去年の９月３日以来。
今、町長も水質が安定していると言われましたけども、実際に農業されている方は不安を
ずっと抱いておられます。これが実態です。前回の３月のときも、中村副町長時代も１度
行かれたか行かれてないかわからないんですけども、やはり町民のために、町民が困って
いるわけです。そこへ一度足を運んでいただいて、新たに副町長になられた丸山副町長も
一緒に見ていただいて、意見を聞いていただいて、どうあるべきかいうことを、町民の方
の意見に耳を傾けてもらいたい。これは切にお願いだし、町長は、３月のときには、やは
り浄化槽の改善に力点をという答弁もいただいてます。やはり浄化槽が何ら改善されてな
いというのが大きな要因です。以前調べたら、セントラルファームさん自身は、鳥取農場
以外はきっちり管理されているというようなホームページを見させていただいてます。で
すから鳥取農場をよく改善していただくという思い、これからいろいろ工程改善やら、改
造しようとされていると思うんですけども、共存共栄が本当にできるように、日南町の雇
用も大事でございます。共存共栄できるような体制を早急にとっていただきたいし、丸山
副町長におきましては、リーダーシップをとっていただいて、早急にこの意見交換会を開
催していただきたいんですが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）丸山副町長。
○副町長（丸山　　悟君）御意見、ありがとうございました。十分に承知しているわけで
はありませんけども、最善を尽くして仕事をしていきたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）じゃあ次に、２点目の危険家屋の件です。
　本来の個別の内容に入る前に、あえてもう一度、この空き家対策の計画の関係なんです
が、この調査表を見させていただいて、実際の評価したのは２９年に評価されておるんで
すね。空き家の問題は、実際はもう平成２４年３月までに町内の空き家、廃屋調査は終わ
っとるわけです。そういう記録があるわけです。そしていろんな条例制定が来て、２７年
に協議会運営規程ができて、２８年に対策計画ということがあるんですが、この判定基
準、結構遅いんですが、これはなぜですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）今、個別の案件の話だと思うんですけれども、その提出した
書類の空き家につきましては、所有者の方は倉庫として現在使用しているということを再
三こちらの町役場に言っておられましたので、それはそういうことで、地元のほうから要
請といいますか、この空き家をどうにかしてくださいというような要請があったために、
改めて２９年度にその空き家については調査をさせていただきました。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私の記憶と、もう一つはこの記録を見たら、私も自治会長
のときに調査に入ったことを覚えておるんですよ。だから僕は言っている。平成２４年３
月ですよ。そのときに調査は終わっておるわけです。２年間かけて、町内の空き家、廃屋
調査実施と。完了は２４年３月ですよ。その後のいろんな条例や規程ができて、対策計画
ができて、それで判定基準ができたのは２９年です。だからなぜそんだけ遅くなったのか
と聞いとるわけです。要するに以前からわかっておったでしょうということ、危険な家屋
は。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）危険な家屋は承知していても、本人が、所有者の方が先ほど
申し上げましたように何らかの理由、目的を持って使用している家屋は、一応空き家とし
てはカウントといいますか、判定しておりませんでしたので、調査をしていなかったとい
うことでございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）今の答弁でいくと、２４年３月ではそこの該当の家屋は調
査してなかったいうことですね。今の答弁でいくと。２９年に判定したということで。
２４年３月では登録されてなかったんですか。実際調査されたんでしょう。



○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）データにつきましては、ちょっとまた確認しましてからお知
らせしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）日南町空き家等対策計画、平成２８年３月、これがあるわ
けですね。これでいくと平成２７年から３１の５カ年計画があるわけです。これ全部細か
く出とるじゃないですか。２７年にはこれは入ってなかったんですか、該当のところは、
問題の。今やったら問題のとこは入ってないということを言われましたよ。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）件数には上がっていると思いますけれども、実際の立ち入り
まではしておりませんけど、外観からの調査、目視による判定ですね、その部分を２４年
の段階でしているかどうかということにつきましては、また調べて回答したいと思いま
す。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ここでの一番最初に情報提供はどこからの情報提供です
か。ここに書いてある文章は。町民、自治会でしょう、書いてあるのは。町民から、私か
らも情報提供しとるんですよ、２４年、２５年も。それには私が、自治会長やら、次の自
治会長も、言ったことはカウントされてなかったんですよ、今の言い方でいくと。どうな
んですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）その当時、２４年当時にその空き家の判定ですね、危険家屋
の判定までしているかどうかということにつきましては、再度確認させていただきたいと
思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）判定は２８年の計画書に初めて出てくるわけです。私が言
うてるのは、２４年で調査終わっとるでしょうと。ここに書いてあるでしょう。２７年
度、調査実施５８２件、書いてあるわけです。これ見ておられますか。この中身わかって
おりますか。ここに入ってないんですかと質問しとるわけですよ。逆に言うと、入ってな
かったら、僕、大変不審を抱きますよ、町執行部に。過去の執行部に対して。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）先ほど申し上げておりますように、数字的には入っておると
思いますけれども、その辺は改めて一件一件ちょっと確認はしますけれども、申し出があ
った案件につきましては全てその数字のほうには入れさせていただいておりますので、入
っておるものと思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）堂々めぐりになるので、一旦、次にちょっと先、前回の疑
問点がちょっと私ありまして、あえて昨年度の議事録を出してくださいというお願いをし
ました。この質問の前に。見させていただいたんですが、これは議事録ですか。何でしょ
うか。出していただいた資料は。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）空き家対策協議会、昨年１０月、平成３０年１０月３０日に
行いました件でございますけれども、この会につきましては、ほとんどがこれ研修会とい
うような中身といいますか、内容でございましたので、そのような議事録になっておりま
すけれども、基本的には会を行いまして、その後、２件の実際の案件を調査し、皆さんで
検討し、それを行った会でございましたので、議事録にその詳しい内容までは、そこまで
上がってはおりませんけれども、ということで、この議事録につきましてはそういうスタ
イルのものになっております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）まず、順番からいきますと、３月議会で、会長は町長で、
運用規程では副会長を置くことになっておって、副会長はわからないということを言われ
ましたけども、現時点もわからないんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）申しわけありません。また再度調査しまして回答したいと思
います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）３月議会で私質問して、これ重要なとこですよ。運用規程
ですよ。一番大もとになるとこですよ。そして、これは議事録を残すことになっておりま
すので、私は議事録を要求したら、記録となっておるんですが、これは議事録ですか。も



う一度確認します。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）空き家対策協議会の記録につきましては、そういうスタイル
で保存させていただいております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）規程では議事録署名委員２名となっておりますが、２名を
教えてください。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）そちらにつきましても、持って上がっておりませんので、再
度調査させていただきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）担当課長は誰ですか。担当課長は。私はもう３月議会で質
問し、同じことを質問しとるわけです。議事録と言うと記録しか出てこない。それは運営
規程、条例を全く無視しとるんじゃないですか。町執行部はそれでいいんですか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）私もまだその会には参加した経験がないんですけれども、いずれ
にしましても、今回から、その代表になるのかどうかは別として、改めて私のほうも参画
しながら内容的に精査して、締めるところは締めていきたいというふうに思っております
ので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）私は今回のこの事例を見て、住民課が主催のこの会議、協
議会ですけども、ほかの課が担当している課も運営規程とかを守っておられるかどうか、
もう一遍横にらみして見てください。必要でなかったら議事録署名委員もカットしたらい
いんですよ。ちゃんとそこまで規程を書いてあるんですよ。なぜ議事録署名、２名要るか
と。必要性わかってないからです。我々、自治会の総会でも、そこで総会で言いますよ。
議事録署名、誰々、誰々と。必ず議事録は署名はすると。その大もとの町の執行部が、そ
してこの報告書、記録は、町長に見せられたんですか。どうなんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）その会の後に町長に報告はさせていただいております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ここで重要なんです。町長からのコメントがありましたか
どうか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）当時の記憶ですけれども、特段大きなコメントといいます
か、アドバイスはなかったように思っております。ただ、今回の会は、昨年の１０月の会
につきましては、研修会といいますか、先ほど言った個別事例の案件の検討がメーンでご
ざいましたので、その話をさせていただいたというふうに思っておりますので、改めてコ
メントというものはなかったように記憶しております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）実はちょっと話は飛んでしまうんですけども、皆さん方は
もう昔、１０何年前、ＩＳＯ１４００１を町としてとられたと思うんです。つい最近、総
務課長、以前ですか、聞きますと、文書管理ですねという言葉が出ました。
ＩＳＯ１４００１とか９００１は文書管理じゃありません。文書管理はして当たり前で、
それを明確にし、文書と記録、いろんな要求事項に対してきちっとやるということなんで
すよ。皆さん方は、お金がかかる、効果はないという判断でやめられたと思うんです。ほ
かの市町村は。ほとんどの市町村は。メリットがないなと。本当は環境というのは大事な
んですけども、なかなか見えないんですね。ところが９００１番という品質については、
企業がヨーロッパに輸出するにはこれはとっとかないと無理なんですよ。ＩＳＯいうたら
ヨーロッパから発祥した、そういった基準なんです。環境問題も全てヨーロッパ発祥なん
です。スタートなんですよ。その中の一例でこういった文書の記録であるとか、事細かく
要求内容が書いてあるわけですよ。皆さん方はそのとき１４００１をされたけども、事務
局だけおったなと。一例だけ言いますよ。我々が聞いたらメモ書きですよ。議事録という
のは必ず署名もあり、２名であれば２名がして、ちゃんと課題も書いて、次、いつ会合を
開くんだと予定まで書いて、我々民間におったときはそこまで書いて、上司に判こもらっ
て社長まで行くようになっておりました。全く見ても見なくても、コメントもない。記録
もない。このような仕組みでは、ホウレンソウが全くできてないと私は判断いたします。
　本題に入ります。この危険判定表を見て、１５０点以上はＤランクで、それがもう倍の
３１５ってフルマークされてる。これは全国統一なんですか。日南町独自の表なんです



か。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）この判定表は日南町のオリジナルでございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）それで、極端に１００点満点ですね。マイナス１００点で
すよ。なのに使用者のほうを見てるだけ。町民のほうをなぜ見ないんですかと私は３月に
言いましたね。そして、５月の自治会長会議、ある自治会長が要望を出されておるわけで
すよ。去年の実をいうと１０月からもう出されておるんです。そこに書いてある内容が、
回答が、目的を持って使用していると主張されていると。じゃあこれはいつ町が所有者と
話をしたんですか。
○議長（山本　芳昭君）淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）毎年そういった危険家屋を持っておられる方につきまして
は、通知といいますか、こういう家屋があることを御存じですかというような御案内をさ
せていただいております。その御案内したときにリアクションがある方、ない方いらっし
ゃいますけれども、その例の案件につきましては、電話がこちらのほうにかかってきま
す。そのときに所有者の方が、先ほど申し上げたように、私はそれを倉庫として使用して
いるんだということを再三言っておられます。ちょっと実は何月何日に電話があったとい
うところまでメモをしておりませんけれども、そういったところはちょっと不備があった
とは思いますけれども、その通知を出したときに必ず返事をされてこられるのがその所有
者の方だということでございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）今、課長、重要なことを言われましたよ。いつ言ったか、
記録は残ってない。そんな行政のやり方ですか。物すごい重要ですよ。いつ意見を言っ
て、いつ指導して、回答でいつ電話もらったでもいいんですよ。それこそ記録なんです。
この判定もここに書くとこありますね。所見を。こういうときに次のページでもいいか
ら、ずっと履歴を残すんですよ。いついつ言った、いつ言った、これ全部記録になる。裁
判する場合でも。いついつ電話したとか、いついつ文書を送ったとか、全部記録になるん
です。今の言葉やったら何ら記録に残ってないです。こんなやり方で、町長、いいんです
か。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）どうも記録に残してないというふうに言っておりますので、間違
いはないと思いますけれども、おっしゃられるように、基本的にはいろんな意味での文書
管理だとか、公証的にはやはり日付だとか時間だとか相手方というところの原則はあると
いうふうに思っておりますので、住民課だけではなくて、全庁の中でまた指示していきた
いというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）その辺、記録であるとか報告、ホウレンソウ、大事ですか
ら、判断間違う場合もありますので、よろしくお願いします。
　それと、今、この基準表については日南町独自と言われました。これを例えば弱者、例
えば老人であるとか子供たちが通る道であるとかいうような項目は全くないわけですが、
日南町独自だったら、新たにこれを見直されて、本当の、要するに危害でしょう。危害を
こうむるわけです。だから本当に小学校、中学校、高校、今言いました散歩、それから今
回聞いておるのは、その駐車場、公園を潰して、そこに日南町の病院関係者が福祉の関係
などの駐車場を広げるような話もあります。そうした場合に、溝を隔てて飛んでくる場合
がありますね。そういうことも想定して、この表をもう一遍見直して、極端なこと、
３１５で、その程度の対策であるならば、５００点ぐらいにして、極端なら代執行まで行
くような基準表をつくらないと、もう全部ここでとまっとるでしょう。前回３８件と言わ
れました、３１５点のところは。５カ年計画をつくって、次の５カ年もつくるわけでしょ
う。次の３２年度から５カ年、つくるわけでしょう。この実績が大事だし、こういう基準
表も見直して、自治会長もお願いしておりますが、本当にそこの会社の方、町長、前も言
いましたけど、見てくださいよ。お忙しいと思うんですが。一度病院へ行かれるときにち
ょっと３０秒でも下見ていただいて、１周回ってもらったら、どんな状況かわかるわけで
す。町民の側、特に子供たちの側、あそこ散歩される方もおられますので、もう少しこれ
についてはもっと踏み込んでやっていただけませんでしょうか。どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）先ほど議員のおっしゃられた内容については、もう既に現場のほ
うに指示しておりまして、基本的には、今、特定空き家についても４８戸ありますので、
その中でもやっぱり、順位じゃないですけども、いろんな角度から見て、本当に危険なの



かどうかというところをやはり地域の皆さんの声も聞きながら入れていく必要があるとい
うふうに思っておりますので、その中で、所有者がある方、わかる方、そうでない方、い
ろんなケースがあるというふうに思っておりますので、そういったところも整理しなが
ら、順番に、場合によっては行政執行のあり方も含めて、順位的なところ、あるいは緊急
性のところをつくっていかないといけないのかなというふうに思っておりますので、それ
は最終的には協議会のほうで結論を出していただきながら、内容によってはやはり議会等
の予算等も絡む関係もあるかもしれませんので、皆さん方にはその相談、報告をしていき
たいというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）ぜひスピードアップしていただいて、町の執行部はすぐや
ってくれるだなと、すぐ動く課とは言いませんけども、本当に危険なところ、再三言いま
すけども、あそこは子供が結構通学路になっておりますので、ちょっと飛び火するかもわ
かりませんけど、教育長、そういった観点からいくと、やっぱり教育長からも一応現場を
見ていただいて、本当に子供たちが通る場所だな、危ないなということを見ていただきた
いんですが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）ありがとうございます。実際にどういう、通学路の危険箇所に
ついては、毎年６月にそういった調査をしておりますので、そのところにひっかかってい
るかどうかということも改めて確認をさせていただいて、対応ができるように早急にさせ
ていただきたいと思っております。ありがとうございます。
○議長（山本　芳昭君）１番、大西保議員。
○議員（１番　大西　　保君）２点お願いしました。というように、特に３月に質問し、
また４月の選挙のときも実際歩きましたらそういう意見も結構ありましたので、あえて、
３月にしたのにまた６月もしたかと言われますけども、そうじゃなくて、やはり何度も何
度も町執行部にお願いして、町民が喜ばれるように、本当にしていただいたなとなるよう
な動きにしていただきたいというお願いをして、私の一般質問を終わります。ありがとう
ございました。
○議長（山本　芳昭君）答弁はよろしいですか。
○議員（１番　大西　　保君）よろしいです。
○議長（山本　芳昭君）関連質問がありますか。
　　　　　　　　　　　　　　　〔関連質問なし〕
○議長（山本　芳昭君）ないようでしたら、大西保議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）ここで暫時休憩といたします。再開は１０時３５分からといたし
ます。
　　　　　　　　　　　　　午前１０時１９分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　午前１０時３５分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き会議を再開します。
　ここで、執行部からの発言が求められていますので、これを許します。
　淺田住民課長。
○住民課長（淺田　雅史君）先ほど議員御質問のあった件で、後ほど回答しますと言った
件につきまして、わかった部分だけですけども、報告させていただきたいと思います。
　まず、資料提供要請のあった案件につきまして、調査を何年度からやっているのかとい
うことにつきましては、判定調査につきましては平成２１年から行っておりました。その
ときから既にＤ判定でございました。この判定というものが、今の現時点の判定表ができ
たのは平成２７年ですので、今の判定基準の運用をし出したのが２７年からということで
ございます。
　それから、空き家対策協議会の運営に関する件ですけれども、副会長につきましては、
神福の栩木建明様にやっていただいております。
　それから、議事録署名委員については、ここ近年、置いておりませんでした。この件に
つきましては、今後改めていきたいと思いますので、おわび申し上げます。
○議長（山本　芳昭君）そういたしますと、一般質問に移ります。
　２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）一般質問を行います。
　町長には、昨年末、就任されまして、予算の編成、大規模人事の実施、あれから６カ月
たって、若干落ちつかれた状況ではないかと考えております。また、議会におきまして
も、定員１２を１０名とし、８年ぶりの選挙を実施し、新しい構成がなされました。内容



的には若返りも図られたと喜んでおるところでございます。また、元号も改められまし
て、平成から令和ということで、日本中和やかな雰囲気が漂っておるところでございまし
て、まことに喜ばしいことかなと考えております。
　しかしながら、国政については、議論が進まないという状況がテレビで見受けられま
す。また、国会議員におかれましては、不要な、あるいは不適切な発言が続いて出ており
まして、非常に混乱を招いておると、国民挙げて心を痛めるところではないかなと心配も
しております。
　また、国際的には、日本を取り巻く周辺国、ロシア、中国、北朝鮮、韓国に至ってま
で、非常に海洋権益、あるいは過去の事例の蒸し返しといいますか、平たい言葉で言う
と、理解しがたい発言が続いておりまして、心配するところであります。世界的にも経済
戦争といいますか、経済問題、あるいは最近にわかに高まってきました中東を中心とする
不安な動き、このようなことがある中、本日は以下の３点について一般質問をするもので
ございますけれども、考えてみますと、８年前になります。３月１１日、東日本の大震災
がありました。そのとき、私どもは議員に立候補したような時期でございましたけれど
も、その後、熊本の地震、昨年の西日本豪雨、その間にゲリラ豪雨とか、大規模地震と
か、いろいろなものがあったわけですが、特に最近ではアメリカで竜巻が異常発生すると
いう世界的なそういう状況の中において、安心・安全な生活をこの日南町で送っていくに
は、非常に多くの準備が必要だろうと考えるところでございます。
　そういった中で、８年前の災害以来、どの災害もいまだ復旧半ばということで、一旦災
害が起こると非常に長い時間、多くの人を苦しめるということがわかる状況になっており
ます。私は、昨年の９月の議会、中村町長前の増原町長のときに質問をいたしました。防
災体制、一つにはございまして、その折には原子力防災、島根原発も絡めた質問をしたわ
けですが、本日はそこは割愛いたしまして、９月の段階でお話があった、いわゆる本町で
は人命被害こそなかったけれども、いろいろな対応について一般質問したところ、今後、
詳細について検討するというような御返事があって、その後、まだその詳細について伺っ
てないと思いますので、重複いたしますけれども、一つには、防災の体制についてお伺い
いたします。
　内容は３点に分けておりまして、まず１点目は、町内のまちづくり協議会との連携、調
整、役割はどのように整理されたか伺います。各まちづくり協議会の災害対応に、前回、
昨年の７月にはそれぞれのまち協の対応が大きく違っておったという報告も聞いておりま
す。その後の検討について説明をいただきます。
　２つ目には、支え愛ネットワーク構築事業の効果について伺ったんですけれども、議論
がかみ合わなかったというのが実態でありまして、災害時におけるこの支え愛の効果、そ
の後、調査、点検、検討するとのお話でございましたが、これについてのその後について
説明をいただきたいと思います。
　それと３点目、予知可能な災害についての準備が必要と考えますけれども、防災機材や
防災用品の事前配布が必要ではないかというふうに前回私も現場に出て感じました。そう
いったところはどのように検討されたのかと伺うわけでございます。予知可能なというの
は、今、非常に科学が進んで、主には台風だとか、大雨だとか、そういうようなものであ
って、地震とか原子力災害についてはなかなか予知可能ではありませんけれども、せめて
毎年起こるそういった台風災害等についての対応について御説明をいただきたいと、かよ
うに考えます。
　次に、２点目でございますが、観光協会が一新されたというお話でございまして、きょ
うはその観光協会の体制はどのようになったのか、説明をいただきたい。
　２点目には、今回、空前の大型連休ということで、日本中が１０日間余り、全員ではな
いとは思いますが、その連休を享受したわけでございます。当然その結果については観光
協会のほうで分析されて、本町に及ぼしたいい影響はどの程度あったのか、御説明を賜り
たい。
　それと、後でも述べますけれども、役場の企画課、新しい観光協会、道の駅、それと現
場、地域ですね、地域との連携、あるいは調整とか、そういった部分について、どのよう
になっているのかお伺いをいたします。
　３つ目には、このたび新たに教育長が就任なされた。認識では、現職の校長先生から教
育長においでになったという状況の中で、教育長に就任されて、どのような思いを持って
就任されて、どのようなことを期待しておられるのか、所信について、思われるところを
教えていただきたいと、かように考えます。
　また、教育関係では、非常に申し上げにくいわけですが、こういうことについてはなか
なかタブー視されて、発言が鈍かったわけですけども、最近、町内の生徒さん、児童さん
の学力が他町に比べて低いじゃないかという話、あるいは２年生、６年生でしょうか、は



っきり覚えておりませんが、テスト等の実績もあるようでございますけれども、総じてそ
のようなお話が、詳細を知っておられるのかどうかわかりませんが、人が集まると、教育
問題になると、そういう話が出てまいりますが、その実態を教えていただきたい。また、
事実であれば、新教育長としてどのようにこの問題に対応されるのか、ぜひ今回御説明を
賜りたい。
　最後になりますけども、かつては３０人学級を目指すだということで、４０人のものを
２クラスに分けたりとかして、あるいは加配教員をつけたりして、いわゆるよりきめ細か
な生徒、児童に対する個の指導を充実してきたここ１０年だったろうと認識いたしており
ますけれども、逆に、今、日南町は、年によって違いますが、２０人前後の出生と、やは
り入学、卒業で推移しております。そういう中において、少ないからという問題もありま
しょうけれども、ある面では、少ないから、過去１０年間で手配したことが不必要になっ
て、あるいはそのままであってもよりきめ細やかな子育てが、いわゆる学力、子育てが可
能ではないかと素人ながら思うわけでございまして、そこの点について、教育長のお考
え、あるいは既に具体的なそういった思いがあれば、手法等についてもこの際お示しをい
ただきたいと。
　以上、大きく３点、個別も申し上げましたけれども、１回目の質問といたします。どう
ぞわかりやすい丁寧な御説明をいただきますようにお願いを申し上げます。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）古都勝人議員の御質問にお答えします。
　最初に、防災体制についての中のまちづくり協議会との連携や役割分担の整理について
でありますけれども、昨年の豪雨災害における対策本部の対応や避難所の運営について、
情報伝達や災害活動を振り返り、地域の皆さんの役員、防災代表者と検討会を実施しまし
た。また、避難所運営につきましては、町民の皆さんや地域役員の方からさまざまな御意
見をいただきました。主な内容としまして、町と地域の情報共有、避難勧告及び災害対
応、避難所の開設、運営に関する要望や改善についての御意見が出され、改めて地域と行
政の相互理解が必要であることを認識しました。これらの要望や改善を受けて、町民の皆
さんや地域、行政が一体となって、防災意識を高めながら、災害に強いまちづくりの取り
組みを推進していきたいというふうに考えております。
　現在進めております防災対策の見直しにつきましては、対策本部の立ち上げについて、
地域と行政間での相互理解を図り、早急な災害対応ができるよう協議を行いました。ま
た、避難所の開設につきましては、自主避難所の開設及び運営を地域で取り組んでいただ
くことをお願いするとともに、避難者数や運営に関する情報収集を地域に一本化し、町の
ほうへ報告していただけるよう、情報系統を整理しました。さらに、今年度から防災専門
員を配置し、地域の防災体制の構築や地域住民の防災意識の醸成を図るため、各集落へ出
向き、避難活動や災害対応について意見交換を実施しているところであります。
　いずれの取り組みにつきましても、町民の皆さんや地域、行政が円滑に災害対応できる
よう、防災活動について点検していく必要があると考えておりますけれども、まずは見直
しできるところから実行し、防災力の強化につなげていきたいというふうに思っておりま
す。
　続きまして、支え愛ネットワーク構築事業の効果の検証についてでありますけども、昨
年の豪雨災害での要援護者の対応について、地域役員等の検討会やアンケート調査を実施
し、意見の中に、支え愛マップの作成について参加したことで要援護者の声かけを実施で
きた地域がありましたが、地域の対策本部との連携や支援側の協力のあり方が不透明で機
能しなかったとの意見もあり、支援体制の構築について、さらなる推進が必要であると感
じています。
　今年度から、支え愛ネットワーク活動と地域の防災組織が共同して要援護者への支援に
ついて意見交換が行えるよう、行政と福祉機関も参画して、マップづくりや防災訓練を推
進し、支援体制の確立をしていきたいということを考えております。
　続きまして、災害への準備についてでございますが、地域との検討会におきまして、対
策本部や避難所運営の活動経験から、災害時の初動体制を確立していくために、庁舎で備
蓄している防災資材を各地域に配備することを計画しております。配備の内容につきまし
ては、避難所運営に要する非常食、飲料水、毛布などの備蓄品を各地域振興センターで保
管することとして、管理の基準や地域間の備蓄連携などを整理した後に、本年度、配布を
進めてまいります。
　また、現在、土のう用の砂及び土のう用の袋も各地域に配布しているところです。関連
して、地域の皆さんに対して災害時の持ち出し品の確認と準備について再確認していただ
くよう、啓発活動に努めていきたいと考えております。



　また、対策本部や避難所の運営に必要となる機材の確保につきましては、地域別で必要
となる数量が異なることから、地域の要望を聞きながら、機材の整備を順次進めていきた
いと考えております。
　また、社会福祉協議会が事業主体である災害時における支え愛地域づくり推進事業も多
くの地域で進められており、災害時用の備品等の整備が可能となっておりますので、御活
用いただきたいというふうに思っております。
　次に、観光協会についてでありますが、最初に協会の体制についてでございますが、こ
れまで体制の強化を図るべく、法人化について検討を重ねてきましたが、去る２月５日に
臨時総会を行い、一般社団法人化に向け、会員の合意をいただいたところです。その後、
法人化に向けた手続を進めまして、４月１日付をもって正式に一般社団法人日南町観光協
会としてスタートいたしました。
　組織の体制でありますが、５月の１７日の理事会を経て、６月１日には初めてとなる定
時総会を開催しましたが、会長、副会長の留任が承認されているところであります。これ
は、立ち上がったばかりの組織であるための基盤強化と今年度事業の遂行に力を入れてい
く理由からであります。事務局には３名の専任職員を配置しておりますし、また、町の観
光行政と連携を図るため、企画課職員が業務にかかわっております。会員の状況でありま
すが、正会員が２８名、賛助会員が１８名であります。なお、正会員は理事会の了解を得
て入会を、賛助会員はその都度届けをもって入会としている仕組みとしております。
　２番目の大型連休の中での町内への客数についてでございますが、連休中はおおむね晴
天に恵まれたこともあり、町内各施設の入り込み客は、昨年度に比べて多くの人でにぎわ
ったと伺っております。主な観光施設では、対前年度約１０％増でありました。また、道
の駅におきましては、４月２７日から５月６日までの１０日間で延べ約８，０００人の来
客がありました。対前年度で２４％、約２，０００人の増加でありました。売り上げのほ
うも対前年度２９％の増加となり、連日多くの皆様に御利用いただきました。
　町内では、農繁期と重なる時期ではありましたが、春のゴールデンウイークや秋の行楽
シーズンにはお出かけされる方がより日南町にお立ち寄りいただき、満足いただけるよ
う、ガイドの養成や各スポットの点を線で結びＰＲしていくなど、今後の対応にも一つず
つ力を入れていきたいというふうに思っておるところであります。
　続きまして、町と協会と道の駅、地域との連携状況についてでございますが、まず、企
画課と観光協会は、現在執務を隣接した場所で行っておりますので、各種連携しながら進
めているところであります。道の駅につきましては、駅長を初め、役場企画課及び農林
課、観光協会、出荷者協議会、商工会の関係者が集まり、毎月定例会を開催し、直近の売
り上げや来客数などの情報共有と課題についての意見交換を行っているところでありま
す。
　また、現在、観光案内所を設けておりますが、午前１０時から案内役を配置しまして、
平日は午後２時まで、土曜とか祝日につきましては午後３時まで道の駅の観光案内所を訪
れた方々に対して観光名所のＰＲや道案内などを行っておるところであります。なお、そ
の対応状況につきましては、日報として協会及び企画課での情報共有を図っているところ
であります。
　地域と連携ですが、蛍の観光振興事業を初め、星取県関連事業、宣揚祭、かっぱまつ
り、アユ釣り大会など、地域密着型事業へのサポートといった形で、今年度計画している
事業を中心に、引き続き連携を図っていきたいというふうに思っているところでありま
す。
　また、去る３月１５日は日南町エコツーリズム推進協議会が立ち上がりました。観光と
自然保護が調和した取り組みとなるよう、今年度は基盤強化に努めてまいりたいというふ
うに思っておるところであります。
　以上、古都勝人議員の御質問に対する答弁とさせていただきますが、教育長の所信につ
いての御質問につきましては、この後、教育長のほうからお答えしたいと思います。
　以上、古都勝人議員の御質問にお答えしました。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）それでは、古都勝人議員の御質問にお答えをいたします。
　教育長の所信について、３点御質問をいただいております。
　まず１つ目ですが、現職の学校長から教育長に就任された思いを伺うという点について
です。
　私は、平成３１年３月３１日をもちまして、日南小学校の校長を最後に、３２年間の小
学校教員を退職し、４月２日付で日南町教育長に就任をいたしました。教育委員会は、町
の設置する学校を管理する権限と責任を持つばかりではなく、生涯学習の推進を初め、幅
広い分野にわたる責務を負っております。教育の継続性、安定性の確保、その発展、充実



のために、住民の皆様の声に耳を傾け、国や県、他市町村との連携を図りながら取り組ん
でいくことが重要であるというふうに考えております。小学校の校長として南部町で４年
間、日南町で１年間、学校運営に携わった経験と、９年間、県の教育委員会事務局に勤務
した経験を生かして、日南町の教育行政に取り組んでまいりたいと思っております。
　学校教育ですが、小学校では令和２年度から、中学校では３年から、新しい教育課程の
実施が始まります。その中では、社会に開かれた教育課程の必要性が示され、小学校統合
から１０年間取り組んできた保小中一貫教育のあり方を見直し、再構築をする時期だと考
えております。今後、これまで以上に地域社会や産学との連携、協働を町民と幅広く考
え、平成２９年度から努力義務化されておりますコミュニティ・スクール化を進めていか
なければならないと考えております。保小中一貫した教育の進むべき方向を町民の皆さん
とともに構築し、ふるさと日南を担う人材育成を図りたいというふうに思っております。
　生涯教育においてですが、生涯学び続けるまちづくりとして、現在、本町では、町民大
学、人生学園など、生涯を通じて学び続ける場が設定をされております。ライフステージ
や興味・関心に応じて生き生きと町民の皆さんが活躍されております。また、昨年度は日
南町体育館が建設をされ、学校のみならず、社会教育でも新たなクラブが生まれるなど、
大いに活用されております。
　今後は、町民のニーズや現状の課題と向き合うこと、さらに、外から入っていただく交
流人口の増加も念頭に置き、町の整備された教育施設を有効に活用し、生涯学習、生涯ス
ポーツに取り組んでいただけるよう努力してまいりたいと思います。
　本町は、町制６０周年を迎え、町史編さんにも取り組んでいるところでありますが、町
のすばらしい自然、歴史、文化、伝統を大切に継承、発展させ、学びの場を日南キャンパ
スと捉えて価値づけ、町の宝、町の誇りとなるようにつないでいきたいと考えておりま
す。
　次に、２つ目ですが、町内の児童生徒の学力が他町に比べ低いと聞くが、どのように対
応されるのか伺うという点についてであります。
　国の学力調査や独自に行っている学力調査の結果で見ると、全国平均を下回る状況がご
ざいます。この状況は小学校低学年から見られますが、中学校卒業時で見るとかなりその
差は改善をされ、学力の向上が図られてきていると言えます。これは、小・中学校におけ
る学力向上のためにさまざまな取り組み、放課後における個別指導や地域の学習ボランテ
ィアの協力もあってのことだというふうに考えております。
　また、現在、町費で特別支援学習支援員を小・中学校に配置をしていただき、空き教室
を使って個別の取り出し指導や学習支援を行っております。
　しかし、学習意欲や学習習慣の定着、学んだことをどのように使っていくかという活用
力が伸びていない状況もあります。これは、家庭の協力も含め、学力向上策が必要だと考
えており、今後、保育園を含め、小学校、中学校とともに総合的に取り組んでいく必要が
あると認識をしております。そのために、大学等の専門家と連携をしながら学力調査分析
を行って、保育士、教職員、家庭と地域とともに課題の共有を図り、学力向上に努めたい
と考えております。
　最後に、子供の減少が進んでいるが、逆手にとった教育指導は考えられないか伺うとい
う点についてですが、まずは子供の減少のメリットとデメリットを整理をしておきたいと
思います。
　メリットとして、個々の子供たちの出番や活躍の場がふえるということ、褒められる回
数がふえる、よく見てもらえるということ、集団がまとまりやすくなるという点が上げら
れると思います。デメリットとして、大人が手をかけ過ぎて、子供の主体性が育ちにくく
なる。小集団により社会性が育ちにくい。集団の規範が育ちにくい。大集団の経験がな
く、消極的になりやすい。これらのことは、小学校統合まで、小規模、少人数の課題を克
服するために、８つのあった小学校が大切にしてきた教育が一つのヒントになるだろうと
いうふうに思っています。
　ただ、児童数の減少は全国的に見られることであり、本町のメリットを最大限生かし、
デメリットを補完していくことを単町だけで考えるには限界がございます。日野郡内や他
町村、西伯郡との連携、協働を模索されております。校内では、単学級、同学年の友達関
係だけでなく、縦割り活動や異学年での交流を行うこと、または校種を超えて園児、児
童、生徒、高校生、地域の人材活用など、異年齢での交流活動の場をより一層工夫して設
定していくことを考えています。
　小学校の校長が外部の資源や多くの知恵に耳を傾け、学校を地域に開いていくというこ
とが求められます。教職員みずからが地域の人を知る、地域を学ぶ姿勢を考え、大切にし
てほしいと思っております。そのことが働き方との関連で考えていければと思っておりま
す。



　子供は地域の宝です。学校、家庭、地域が新たな連携、協働のあり方を見出し、日南の
子供の宝磨きを行いたいと思っております。
　以上で古都議員の質問に対する答弁を終わります。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）まず、質問いたしました順番に、細部について確認をさせ
ていただきます。
　大きく昨年と変わりましたのは、５月３０日に新聞に発表されました、気象庁がわかり
やすい避難指示といいますか、非常に前回と違いまして、広く国民に届くようなシステム
を、表現をしてまいりました。レベル４では、昨年のような状況では全員もう避難所に行
けというような言いやすい勧告だとか、そういう専門用語の解説は要らない表現になった
わけですが、こういったところを今回、日南町の防災体制ではどのように捉えておられる
か、まずお伺いいたします。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）ただいま古都議員から御指摘のありましたとおり、この３月
に国から通達が参りまして、正式にレベル１から５というふうな表現で、今後、災害の危
険度を示すものが示されております。こちらにつきましては、発表といいますか、各町村
への指示というのが３月末ということでございまして、防災計画等には今後反映をさせて
いくという計画でございますけども、いずれにしても、そういう形でもう情報がおりてく
るということがわかっておりますので、４月以降、答弁の中にもありましたとおり、防災
専門員という方もお願いをしながら、担当と力を合わせて、各地域、今現在、まち協さん
単位を基本に、そのレベルの変更につきまして説明をさせていただいておるところでござ
います。
　各地域に出かけますと、レベルが数字に変わっただけで、それでわかりやすいのかとい
う質疑もございます。そこのところは、やはりレベル４になった、避難勧告、避難指示だ
というところについては、もう一つかみ砕いた防災無線等でのお知らせ、そういったもの
が必要あるというふうに現場でお話を伺いながら実感をしておるところでございます。以
上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）前回までは指示はあくまで指示であって、勧告は、いわゆ
る気象庁には命令ができないので、勧告という表現を使っておったということで、そこら
辺が非常にわかりやすくなってきたという中で、本町のいわゆる早期避難者のほとんどは
高齢者、あるいは体に障がいのある方、気象庁の基準でいうとレベル３で動かなければい
けない。非常にこれはこれまでに比べて早い段階いうことだと思うんです。なおかつレベ
ル４も対応しなければいけないということになったときに、以下、また申し上げますけど
も、地元での対応が、果たして本当にそういうことができるのかという点について伺って
いきたい。
　申し上げたいのは、非常に地域、各地域によって人数が違う。高齢者の比率が違う。い
ろんな問題がある。高齢者の数が多くても、若い方が多いけりゃ対応できるわけですし、
高齢者の方が少なくても若い人がいなかったら対応ができない。それを２段階行うという
状況下で、そこら辺について、担当課のほうでは今後どのような指導をしていかれるの
か、お聞かせをいただきます。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）こちらにつきましては、ただいま御質問ありました避難のい
わゆるレベルに応じて、地域の状況が違う中でどう対応していくのかという御質問でござ
いますけども、これにつきましても、昨年度の経験を踏まえて、検討会を昨年２回開催し
たわけですけども、その中でも地域のほうからいろいろと御意見をいただいております。
その上で、本年度から各地域を回る中でお願いをしておりますことでございますけども、
警戒レベル３、これは避難準備情報を出すレベルでございますけども、このレベルになり
ますと、町では、これまででいいますと文化センターに１カ所、自主避難的な避難所を町
として開設をいたします。その段階で、各地域におきましても、まちづくり協議会に本部
の設置でありますとか、自主避難所の地元での開設をお願いできないかということを、
今、各地域にお願いをしておるところでございます。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）さらに進めて伺いますけれども、いわゆるレベル２では避
難準備をしなければいけない。常時準備をしてもらうようなことは指導していくという町
長答弁の中にもあったわけですが、そういった場合、支え愛のほうでいうと、そういう方
は常にテレビにもそういう情報が出た段階で準備をしていただくということにならない



と、迎えに来ましたというようなことでも、今から準備では、多くの方を避難させること
ができないと思うんですが、そこら辺は、例えば福祉保健課あたりと手分けして実施され
るのかどうか、まずそこを１点。
　もう一つは、先ほど町長の説明の中にありました防災専門員を配置するという文言、防
災専門員とは何名、どのような方を選定される考えか、まず２点についてお伺いします。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）特に高齢者など、介助の必要な方の避難の準備という御質問
でございます。こちらにつきましては、この春から防災専門員をというふうなことで地元
に出てお話をいたしましたけども、あわせまして、福祉保健課のほうで進めております支
え愛の取り組みの会議にも一緒に防災も同席させていただきながらお話を伺ったり、説明
をさせていただいております。やはり初動の時点では、各地域での声がけが早期の避難に
つながるというふうに思っておりますので、支え愛活動の中で地域で話をしていただい
て、この方はこの方が声がけをするというふうな決め事をしていただいた上で、地域の中
で避難を進めていただくということをまずお話し合いの中で醸成できればというふうに考
えておるとこです。町のほうとしましては、早目早目、特に夜間にかからない時間帯であ
りますとか、そういったところでの避難が始めれるというふうな早目の情報出しを心がけ
ていきたいというふうに思いますので、その辺で町と地域と連携をしながら安心な避難に
つながるというふうな行動ができればというふうに考えております。
　また、２点目の防災専門員につきましては、この４月１日からお願いをしております。
元消防士さんということで、消防、防災経験のおありの方という方を１名、４月からお願
いをしております。各地域に今出かけていただいて、町の実情、町民の方でもありますの
で、よく御存じではありますけども、各地域の実情を確認していただきながら、防災の啓
蒙のほうにもあわせて力を発揮していただけるものと思っております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）まず最初にざっくりした話を聞いておきますが、それは、
今、総務課におられる方がその専門員いうことで、地域にはそういった方は配置をする計
画はないということでしょうし、今のすみ分けの話ですね、いわゆる福祉保健課あたりと
会議、連携はとるという話はありますけども、具体的にそういった個別情報がその組織の
中に出てくるのかこないのか。特定の方しか知らないというような状態であれば、非常に
どこを支援に行けばいいのかわからないというようなことが現場ではあるんですけども、
そういったところまでやはり会議では出るんですかね。この地域ではこの方が体が不自由
なので、早い段階で頼むとか、そういうようなデータもやっぱり今後はこの体制の中で検
討されるのかどうか。まずそこを一つお願いします。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）まず、最初にございました防災専門員の件につきましては、
役場総務課にお一人勤務ということで、町のほうに席を置いていただいて、地域に出かけ
ていただくという考え方でおります。地域のほうの防災リーダーといいますか、そういっ
た考え方につきましては、従来、数年前から受講をお願いしております防災士の資格をぜ
ひ各地域で取っていただきたいということで、昨年度末現在で町内に７名の方が防災士の
資格を取っていただいております。本年度以降も防災士の資格受講に係る経費の補助もお
示しをしながら、各地域お一人は防災士を育成をいただきますように、啓蒙をあわせて地
域に出かける折にしておるところでございます。議会のほうからもぜひ各地域での防災士
取得について、御協力をいただければというふうに思っております。
　また、支援についてのすみ分けの部分の御質問でございました。先ほどお話ししまし
た、本当に各地域のコアな情報といいますか、個人情報を含む情報については、各地域で
支え愛のマップをつくったり、いわゆる独居であるとか、支援が必要な方のお宅を地図に
落とすような作業を進められております。大変個人情報がたくさん含まれるものでござい
ます。それぞれの情報の利用については、各地域の判断というとこもあると思いますけど
も、基本的には福祉保健課、役場の対策本部の一員でもあります福祉保健課で共有をさせ
ていただきたいというお願いをしておりますけども、それができない部分につきまして
も、現場のほう、各自治会でありますとか、そういった最小単位ででも確認ができるよう
なお願いをしておるとこでございます。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）これに呼応してではないと思いますが、いわゆる鳥取県の
ほうが６月の頭に防災人口減少対策ということで予算を新たに組んで、河川等については
１１億程度で、これまでの継続を加速させるという意味合いだと思いますけども、その中
で、防災絡みで、県営のため池とか流木災害という話があるんですが、本町、非常に今、
山を伐木したい、全伐、間伐、いろいろありましょうけれども、伐木しておられると。片



や木を丸ごと使うということで、木の根っこやＣ材、Ｄ材ですね、山から材を皆持ち出し
て使い切るというような目標も立てて、大きな林業事業が進んでおる中で、９号線沿いの
町とは違って日南町は非常にたくさんの山があって、それが今、最大限の稼働、伐木です
ね、搬出等もなされております。過去の災害を見ると、特に熊本におきましても、流木流
出、切り捨てのものがダムをつくって流出したりとか土砂崩れを起こす原因になったりと
か、検証される中で、橋が壊れたり堤防が壊れるのもほとんど流木が原因になっとると、
氾濫も流木がほとんどの原因だという中で、本町の林政の中において、流木あたり、いわ
ゆる山に切り捨てとか、土場あたりの管理、これも災害要因になるということが立証され
てきたわけですが、林政においてはそこら辺についてどのように考えておられるか、指導
しておられるのか、協議しておられるのか、あれば教えてください。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）今、考えてもらっとる間に次の質問をしておきたいと思い
ますが、今、総務課長からあった支え愛ネットワーク事業、これ非常に地域では、地域の
施設もまち協単位のセンターが役場からの支援拠点になるという話ですが、自治会におい
ては自治会内に、前回も各公民館に、近いところにということでそういう避難場所を設置
された経過があって、私どもにも公民館が危ないので民家を頼んで、そこに避難するだと
いうような動きをしておられますけれども、そういった中で、これは福祉保健課長がいい
のかわかりませんが、要支援者の支援という中で、要支援者がどの範囲なのかいうのもな
かなかわからない。一応文言としてはあるんでしょうけれども、体の不自由な方、高齢で
例えば免許を持ってない方とか、高齢で独居であるとか、いろんなパターンがあると思う
んですが、概念的にどのようにお考えになっておるのか、あれば教えていただきたいと思
います。
○議長（山本　芳昭君）渡邊福祉保健課長。
○福祉保健課長（渡邊　輝紀君）今、古都議員のおっしゃったような方が中心になってい
くわけなんですが、とにかく一人では避難所のほうに行けない、そういった方を支援して
いきたいというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）そこがこれまで、昨年も誰も支援する側に回ったりする中
で疑問に思ったり、ほかから意見を聞いたりするわけですけども、地域内の役職ではまち
協の役員であったり、自治会の役員であったりとか、いろいろします。はたまた自治会の
自衛消防の団員であったりとか、あるいは場合によってはまだ公の仕事を持っとる。一人
が何役も持っておって、実際どれから手をつければいいのか。例えば私ですと、なら議員
がまち協に行って状況を見るとか、しかしながら、自衛消防の肩書もあるし、それから、
支え愛の助けに係るのもあるとか、それは災害状況によっても時間があるのかもわかりま
せんけれども、そういうのが町内の実態ではないかと。６０歳より若い方は勤めておられ
て日中おられない。そういうようなときには誰がやるのかとか、疑問があるわけです。
　それも今後検討、解決いただかなければいけませんけれども、よく言われるのは、通
常、買い物には自分が軽トラを運転して行かれる。災害時は助けに来てくれと、迎えに来
てくれと、こういうようなのもあるわけです。心情的にはよくわかります。不安ですか
ら、一人では雨が降る、風が吹くところを自信がない。わかりますけれども、迎えに行
く、支えに行く人も親戚が町内にあったりとか、家族がおったりとか、いろいろな事情が
あるわけですね。そこら辺をどのように捉えるのか。あるいは独居で、今、日南町に一人
で住んでおられるけども、平常時は近くに嫁がれた娘さんなり息子さんなりが買い物をし
て配達されると。例えば台風が３日も前から来るのがわかっとるというような状況の中
で、そういうのは例えば身内でそういう対応ができないのかと。非常に先回のまち協の会
長、自治会長会議の資料の中に、これは企画課でしょうか、人口と高齢化率の一覧表を提
出されました。これを見ても、高齢化率が高くても若い方がおれば対応できると。世帯数
が多ければ対応できることもある。ところが高齢化率が高くて、３０軒にも満たない、独
居の家がたくさんあると、そういう中で、自分の家族も避難させないといけんと、頼まれ
た人も避難させないといけん、そういったときに、このまんまの状態で高齢化、人口減少
が続いたならば、このシステムもなかなか苦しくなる。そうすれば、近隣の親族が事前に
わかるような災害については対応してもらうというようなことも今から検討しておかない
と私は行き詰まるのではないかと思いますが、そういった部分についての課長の所見を伺
います。
○議長（山本　芳昭君）渡邊福祉保健課長。
○福祉保健課長（渡邊　輝紀君）今おっしゃられたような形で、昨年、この支え愛につい
ては検証のほうをさせていただきました。このマップをつくったんだが、やはりまち協で
は活用されてなかったというような意見も出ております。というのが、やはりこのマップ



づくりに参加した人は、その内容を周知といいますか、熟知されているんですが、それ以
外の人は、まち協から声がかかってきて、どう動くんか、そういうふうな対応をとられた
方もあるようです。
　それから、やはりそれぞれの、今、役をたくさん持たれておりまして、例えば自衛消防
に入ってて、土のう積みの依頼があったと、そちらのほうを優先していくというようなこ
とで、そういった支え愛で自分はこの人の援護に当たる予定になっているものが当たれな
いというような状況も出ているのが実態のようでございます。
　先ほどおっしゃったように、今後、こういった高齢化が進んでいく中で、この援護ある
いは要支援、そういったもののあり方というものは、また今後検討していく必要があろう
かと思います。今年度、地域と一緒になりまして、避難所の運営マニュアルというものを
作成していく中で、町、それから社協さんですとか、まち協、そういったとこと連携をと
りながら、今後、このマップづくり、それから支援者の支援のあり方というものを考えて
いかなければならないと思っております。もちろんこれまでは福祉保健課のほうが中心と
なってこのマップづくりをやってきたわけなんですが、今年度から総務課のほうの防災担
当も一緒になってやっていきますので、より充実したものができるのではないかというふ
うに考えております。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）渡邊課長においては、前職は防災監ということで、両方熟
知しておられるわけですが、非常に現場では理想論とは違って、どこに集合して、誰が誰
を支えに行くというような非常にシークレットな部分があって、当人同士しか知らない
と。片一方が買い物に出ておらんかったら迎えに行く人がおらん。その指揮とる人は仕事
に行っとる。そういうようなことで、いわゆるプライバシーとの問題等もあろうかと思い
ますが、この際、そういった部分もある程度地域内で、本人の同意を得て公表しておかな
いといけないなと思うわけです。
　いっぱい聞きたいことはあるんですが、ちょうど１週間前、百歳体操の折、今、話が出
ました聞き取りですね、防災のほうの方が上がられて、百歳体操参加者に聞き取りをされ
たという話も聞きました。それはそれでいいことだと思うんです。今のこの２枚ですか、
先ほど町長おっしゃられたようなことが書いたものが配られて、危険家屋、危険場所の聞
き取りをされたというふうにも聞いておりますけれども、私は、これはやっぱりまち協と
か自治会とか、筋を通した説明会を一つやる。その上に、やはり人が多く集まるところだ
からといって、百歳体操の会場でマップづくり、これもされてもいいんです。二重三重に
なってもいいけども、そういったことで、まち協の会長、自治会長会があった折にこうい
うことが説明されて配布されたのか。回覧されておるのか。百歳体操の会場、人が１５人
おるけえ、先にこれを配るというのが実態なのか。そこはわからないんですが、総務課
長、状況はどうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）答弁の中で、百歳体操にというお話もいたしましたけども、
基本、まち協さんの役員会レベルでお話をさせていただきたいということで、４月以降、
出向かせていただいております。現在まで、大宮、日野上、多里、阿毘縁と福栄について
は、各地域、役員会であったり、総会である場合もいたし方なくありましたけども、５地
域の説明は終わっております。今週中に山上、石見のまち協さんの役員会で説明をさせて
いただくということで、基本、協議会単位での御説明、聞き取りをさせていただいて、そ
の上で、百歳体操等につきましては、福祉保健課と支え愛のネットワーク事業のさらなる
充実と防災との連携という意味合いで、重ねてのお出かけをさせていただいておるとこで
す。
　そのほかに、防災専門員ということでニーズがありましたら、この４月にも老人クラブ
等での会にもお出かけをさせていただいて、防災についてお話を聞きたいというふうなこ
とにも対応しておりますので、地域でそういったお話がありましたら、ぜひとも出かけた
いと思っております。よろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）私、先ほど発言の中で筋論を言ったわけですが、さすがに
そういったまち協、自治会という順番もありますけども、今おっしゃられたように二重三
重に教宣活動をされて、町民誰もが日南町はこういう取り組みで安心できるよというよう
にしていただきたいと思います。
　よく言われる話をもう１個聞きたいと思うんですが、支え愛で車で迎えに行って、災害
時、一定の場所まで運ぶ。事故が起こりやすい状況ですね。平常時と違うと。そういった
ような場合は、行政のほうではどのように考えておられるのか、１点お伺いいたします。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。



○総務課長（木下　順久君）まず第１に頭に浮かびますのが、自治会で、全自治会入って
いただいている自治会活動保険につきましては、自治会内での会員さんの活動に係る事故
等には対応できるものというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）いろいろ御意見ありがとうございました。
　最終的な災害への基本的なところは、命を守るというところの主眼がやはり大切だろう
というふうに思っております。今、支え愛マップづくりをほとんどの地域の中で活動して
いただいているというふうに聞いておりまして、御案内のように、要支援者の方、そして
それを助けてくれる方とか、そういうところをやっぱり小さい単位の集落の中でやってい
ただいているというふうに思っております。地元でもやはりそういったことを、毎年人が
かわりますので状況も変わるので、毎年再確認をしながらやってもらっているところです
けれども、その情報をやはり上に上げていく、共有していくということも同時に大切だろ
うというふうに思っておりますし、ただ、いろんな状況の中で、じゃあ誰がこの家を見る
のという話は、どういいましょうか、基準的には責任者を設けているという話が重要だろ
うというふうに思っておりますが、ただ、その場にその人が動けなかったということだっ
てあるので、マニュアルどおりというわけにはならない部分もあるよということも想定し
ながら考えていく必要があるのかなというふうには思っていることと、あわせて、もう一
つは、昨年もそうでしたけれども、行政のほうで避難勧告というところの通達はしますけ
れども、実際避難した人が３％だとか５％というところです。それは日南町だけが低いと
かということではなくて、多くがやはりそういう状況ではないのかなというふうに思って
おります。ですからそこをやはり実際な状況の中で、昔は、どういいましょうか、こげな
雨が降ったって、災害もないけえ大丈夫だという意識がやはり多く残っているというのは
事実だろうというふうに思っていますので、そこを変えていくということも同時にしてい
かないと効果が生まれないんだろうなというふうに思っていますので、やはり家に行って
声かけをするというような取り組みも同時に必要ではないのかなと私自身は思ってますの
で、往々にして空振りで、避難をやる場合もあるのかもしれませんが、それはそれとし
て、冒頭言いましたように、命を大切にするということの基準を誰もが明確に持った形で
の防災体制が構築できればというふうに思っておりますので、いろいろな面でまた御指導
いただければと思います。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）町長、今、立てっていただきましたので、もう１回立てっ
てもらえばと思うんですが、先ほど渡邊課長に話したんですが、これからどんどん議論に
なると思うんですが、私も支える側に位置づけられておりますけども、私も町内に親戚、
いとこやおばさんやおるわけで、そういうときにはそれを見ないけんじゃないかというや
っぱり思いがあるわけです。当然その人にも、いとこやおばにも子供がおるわけ。それが
来てくれれば私が行く必要もないわけ。そういう中ですね、実際。
　今、きのうかおとついのテレビでやってましたけども、親は子供に迷惑をかけたくな
い。だから石塔も先につくっとく、墓も合同でいうような発想が、墓友というんだそうで
すね。蔓延して、何人かのグループで、先に死んだ人を友達が埋葬して、実の子供には影
響がないようにしていくという話が今、流行しとるんだそうです。そういう中で、一つの
家族のお年寄りは、家族に迷惑をかけたくないから自分の健康を考えたりいろんなことを
している。この２つはよく似てますけども、家族のために迷惑をかけないという話と、子
供に迷惑をかけたくないから、逆に平たく言うと、テレビで言いにくいんですけども、周
りの方にサポートしていただこうと、こういう２つが今後表面化してくると思うんです
よ。ちょっと渡邊課長、明確に言われませんでしたが、そういったことがいずれ見えてく
る。そのことに対して町長はどのようにお考えになっておるか。きょう現在。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）今の考え方は当然の考え方だというふうに私自身は思ってます。
ですから、あえて私は、やはり災害時の緊急的な避難というところでありますので、基本
的には地域の皆さんがというところを基本にすべきだろうというふうに私自身は思ってい
ます。そうしないとなかなか周りの人たちの情報収集がつくれない。あるいは仮に最初か
ら、私は、仮にですが、生山に住んでいる息子が迎えに来ますよということをしても、実
際問題、難しい話だろうというふうに思ってます。それは状況に応じてできないというこ
とではないにしても、やはり一番、どういいましょうか、情報がきちんととれる、あるい
はきちんと避難ができるということは、やっぱり地域が優先だろうなというふうに私自身
は思ってます。各家によってそれぞれ違うのかもしれませんが、逆に言やあ、各地域でそ
ういうことをあらかじめ決めておくということが大事だろうと思いますし、集落の皆さん
はそれができたかどうかを確認するというところが、そのシステムをつくっていくという



ことが大事ではないのかなと思っています。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）若干私の思いとは違うんですが、そういうこともこれから
積み上げて、よりよい一人の方を支援する方式を検討していくべきだなと私も思うところ
で、時間がなくなりますので次に行きますが、農林課長、まだ答えられませんか。
○議長（山本　芳昭君）先ほどの古都議員の質問でございますが、通告制になっておりま
す。この過去の災害の原因とかということにつきまして、通告がいただいておりません。
回答にはかなり時間がかかると思いますので、これについては質問を控えていただきたい
と考えております。
　２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）通告にないという議長の話ですが、私は予知可能な災害に
ついて問うとるわけでありまして、山に切り捨てしたものとか貯木したものは、予知可能
な災害の可能性が十分にあると私は思いますが、どうでしょうか、議長。
○議長（山本　芳昭君）広げれば幾らでも広げることができるわけでありまして、その次
の文章、防災機材や防災用具の事前配布が必要と思うが、説明を求めるというところにつ
ながっておると私は考えますので、質問を控えていただきたいと思います。
　２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）すぐに答えてもらえればこういう議論もなくてよかったん
ですが、なかなかそういうわけにいかないということで。
　次に、観光協会について、回答をいただいておりますけれども、いわゆる資料を見まし
たところ、まず一番初めに聞きたいのは、観光協会は法人として独立させたと。過去４年
間、毎年姿が変わっておる。魚なら出世魚というんでしょうけれども、観光協会が毎年変
わって、今、どこに事務所があっていうことがわからんほど毎年変わりました。先ほどの
回答の中では、３名の専任職員と、途中で連絡調整でいう話もありましたが、今回、役場
の職員が事務局長になっておられるというデータがありましたけれども、法人のほうに役
場の職員を出すということは、出向ですか。派遣ですか。お聞かせをいただきます。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）事務所のほうは企画課のほうに置いております。席が３つ、３人
分の席があります。
　それと、２点目の回答の事務局長が役場の職員という情報は誤りでありまして、新しい
観光協会の採用者の一人が事務局長であります。以上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）この間の総会資料には、役場の室長が事務局長というふう
になっておりましたが、あれは総会資料がほんなら間違っとるということでよろしいでし
ょうか。
　それともう１点、あわせて伺いますが、かつて観光協会の会長に対して公費で報酬を払
ってございました。今回の観光協会の会長に対して公費で会長報酬が払われるのかどうな
のか、お聞かせをいただきたい。重ねての２点です。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。１点目の総会時におけます資料に役場職員
が事務局長と明記があったのではないかという御質問でございますが、今、私の手元にも
ございますが、そのような記載はないと承知をしておりますが、そごがあってはいけませ
んので、改めて申し上げますと、現在の観光協会の３名の職員につきましては、観光協会
として独自に採用したところでございますけども、そのうちの１名を事務局長として選任
しておるところでございます。
　それから、２点目の会長への公費の支出でございますが、今の規定上、そのような規定
は設けてないところでございます。今後、状況が変わるやもしれませんが、当面はそのよ
うに運用したいと考えておるところでございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）失礼しました。そういたしますと、事務局長なしの事務員
３名体制、役場の職員については、役職は監事で登録してあるようですが、そこら辺につ
いてはどうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。役場職員につきましては、観光協会の監事
として１名、担当を配置して、了承をいただいております。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）配置いうお言葉ですけども、これはですから出向なんです
か。派遣なんですか。併任なんですか。普通は役場の職員、こういう法人に出すというこ



とはないと思うんですが。したがって、事務局は３名という言い方でございますけども。
　それと、町長報酬について、町長は非常勤ですから、会長になられても私はいいような
気がしておりますけども、職員自体の待遇と会長の待遇について、いま一度説明いただき
ます。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。御指摘の点でございますが、配置と申し上
げましたが、正しくは、町が行う観光行政と観光協会が実際に行う事業、その中には町が
委託している事業が数多くございます。その中におきましては、どういったものをどう展
開するといった説明責任も伴うわけでございますし、そういったところで監事として、連
携としてかかわっていただいておるところでございます。
　また、会長につきましては、それぞれ総会をもって了承いただいたところでございま
す。以上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）確かに委託業務は２，６００万余りしておられます。委託
業務があれば職員を出すと。それなら森林組合でも農協でもあるんじゃないですか。そこ
にも出されますか。そういう基準で職員の配置を今後もされるということでよろしいでし
ょうか。もともとそれをしたくないから、４年間、形を変えて、事務所を道の駅に持って
いったり、いろいろやられたわけです。その結果がこういうことで、これが正解というこ
とでいいんでしょうか。委託料が多いから出すというような発言は若干おかしいと思うん
ですが、いま一度。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。委託事業があってというありきのような誤
解を与えてしまった形についてはおわびを申し上げます。その上で、現在の役員初め、体
制でございます。正直なところを申し上げますと、これまで任意団体で行ってました観光
協会でございますが、場所も含めまして、基盤強化を何とかしなくてはいけない。もっと
もっと日南町をＰＲしていくためにはというところで、今年度、正式に立ち上がったわけ
でございますけども、その任意団体からも実は職員も、役員と申し上げますが、関係ある
事務局と密に連携をして進めてきた経過がございました。そのあたり、会長、副会長の留
任も含めまして、体制について一新をするというところまで手が回らなかったと言えば語
弊も生じるわけでございますが、そのあたりは今後の体制の見直す中できちっと整理をし
たいと思いますが、船出となりました今回の社団法人化に当たりましては、今はかかわっ
ているというような状況でスタートしたところでございますので、今後、そのあたり含め
ましても、一度理事会と協議を重ねてまいりたいと思いますので、御理解のほど、よろし
くお願いいたします。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）本当時間がないので次々行かないかんのですが、教育長、
待っておられることですので。
　先ほどの説明の中で、大型連休中のおいでになった方が大幅に伸びたと、２９％です
か、前年対比の話だったようですので、昨年が１８万７，０００人ぐらいだったと思って
おりますが、そうすると、ことしは２３万３，０００人ぐらいおいでになったのかな。こ
れは年計算の話なんですけども、１０日間も１０％増とか、いろんな数字言われたんです
けども、これはどのようにカウントされたのか。大型ですので、日南町に帰ってきて、時
間があるので、一人の方が何カ所見たというようなこともあるんだろうと思いますが、実
際にカウントはどのようにされたかをお聞かせをいただきたい。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。答弁にもありました大きく２つの考え方を
もって整理をしておるところでございます。
　一つには、主な観光施設という整理の中では、県や関係機関等へ毎年の観光施設別入り
込み客数というものを報告をしてございます。そこに上げております施設について、今回
は聞き取りで情報収集をさせていただきました。と申し上げますのも、これにつきまして
は、年に数回という間隔でこれまで調査を行ってきたように認識しておりますが、今回、
御質問をいただいた中で、ちょっと改善を図らなければいけないというのも同時に考えた
ところでございますけども、現状として、若干のタイムラグがあるところで、御了承いた
だきたいと思います。
　また、大きくもう一つの点で、道の駅のカウントにつきましては、先ほどもありました
定例会を設けてございますので、こちらは随時把握ができるように、また、ＰＯＳシステ
ムといったようなデータも収集しやすい機械も導入してございますので、このあたりは連
携を図る中ではすぐに認識できたというところがあっての報告でございます。以上です。



○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）るる言われますけれども、道の駅自体は、建設するときに
は大体年間予定は３０万人おいでになるという話で道の駅をつくられたことで、今、何千
人ふえたって、とてもじゃない足らんわけで、今後も努力いただきたいと願っておるとこ
ろでございます。
　続きまして、この大型連休の中で、木下家、昨年も言って、お盆にたくさんの方が帰ら
れたら、門もあいてない。使えない。見られない。議会で問いただしたところ、法事か何
かされるから、そういう約束がある。だからあけなかったんだというお話がありました。
今回の１０連休、木下家はどのようになったのか。あるいは多額の金をかけた２００年の
森の利用状況は１０連休どうであったのか。これについてお答えをいただきます。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。御質問の木下家の点でございます。連休中
にはイベントなどを行った実績はございませんでした。ただ、今後の方針としまして、さ
きの議会等でも述べた記憶がございますが、地域の皆さんと活用方法については意見を協
議しながら進めていくという一定の中では、皆さんと進めていきたいという考えを主に持
っておりますけども、結果として１０連休中に生かすことができなかったというのは、も
うちょっと何かしら事務局としては持つべきだったかなと思っておりますし、今年度の計
画の中ででございます。木下家の活用について、宿泊施設とするかどうかについては、今
年度中に何とかその計画をつくっていきたいというふうに考えておるところでございま
す。
○議長（山本　芳昭君）２００年の森の件はありますか。
　實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。漏らしておりました。木下家に隣接しておりま
す２００年の森の場所につきましては、いわゆる木下家を経由して入ることに限らず、隣
接はしておりまして、駐車いただければ自由に御利用はいただけるところでございます。
ただ、その把握については、申しわけございませんが、できていないというのが正直なと
ころでございます。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）いろいろな面で御意見いただきまして、ありがとうございまし
た。
　今回、社団法人化したという経過の中の目標の一つが、やはり観光協会も一定のレベル
での独立、自立というところの中の一つの過程だというふうに私は思っておりまして、御
案内のように職員のほうも短期間の中でかわっていくような状況が続いておりまして、い
ろいろな観光事業もやってきておりますけれども、それをさらに伸ばすためにはやっぱり
一定の職員としての体力もつけてあげないといけないのかなというふうな思いがあって、
法人化とさせていただきました。
　これから今年度の事業の中の一つとして今考えておるのが、職員の簡易的な旅行業の資
格取得というところも計画に上げております。そういった意味で、少しずつ、今やってい
る事業もやはり徹底した形ではないというのは思っておりますけれども、やはり徐々に力
をつけていっていただきたいというような思いで法人化にさせていただいているというふ
うに御理解いただければというふうに思っております。ただ、１００％自立というわけに
は当面できないというふうには認識しておりますけども、やはり交流人口をふやすだとか
関係人口をふやすという形の中で成長していきたいというふうに思っておりますので、よ
ろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）町長、口がうまいけえ、何か丸められそうですけども、そ
ういうわけにはいかないわけで、これまで採用された方も３年で勉強して、これ、そろそ
ろと思うたら退職。今、２名続いておりますね。今後の方も採用時の年次を見ると同じこ
とが繰り返されるんだろう、そういうふうに見れます。
　しかしながら、先ほども、例えばで言うたら木下家あたりはもう１年以上前の話。昨年
も２００万ぐらい、ことしも２００万ぐらい修繕だ何だ。修繕ばっかりしても、交流人口
がふえにゃ、何の意味もない。雪が降らなかったからあの程度の額で済んだだけで、雪で
も降ってたら莫大な金が要る。で、門があかない。２００年の整備した森も誰も歩かな
い。なのに今後、町内の古民家活用というような話がいまだに出ておると。まず一つずつ
整理しないと、ほかに忙しい金を使うところもあると思うので、やはり計画されたら実行
年度をされにゃいけん。
　それと、先ほど言われましたけれども、本当に昨年も私は指摘しました。地域のまち協
なり自治会なりと協議は進んでおるのかと。時々イベントを打たれたときに弁当をくれ



る。一番いいのは山菜をふんだんに使ったものがいい。山菜なんか、１年も１年半前から
とって塩漬けしといたりせんと出せるわけがない。綿密な地域との連携をとって、本当に
ああよかったなと。一番大きいのは、昨年の盆を例えにしましたら、今回の１０連休もあ
れだけネットに出しておいて、出身の方が帰ってきた。子や孫も連れて、大連休だからと
いって帰ってきた。行きたいと思っても、門が閉まっておるんですよ。これはないんじゃ
ないかなと思いますので、ここはひとつ気合いを入れて対応していただきたい。
　もう一つ、時期という観点で申し上げますと、観光協会の取り組みでございますが、今
回、鳥取市は二、三日前に市の予算をつけました。観光にですね。令和という元号になっ
たと、国府町あたりの柿本人麻呂か誰かが書いたものから選ばれたということで、市が予
算までつけました。日南町はこの元号変更について、どのような観光対策をとられたの
か。御承知でしょうか。天皇になるのには、三種の神器（しんき）とか神器（じんぎ）と
かいいますが、３つの道具を持たなければ天皇にならないと、こう言われておる。一つに
は、八咫鏡、銅鏡か鉄かわからないそうです。もう一つには、八尺瓊勾玉。あと一つは天
叢雲でした。草薙剣ともいいます。企画課長、これどこから出土したか知ってますか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼します。ついこの間まで覚えておりましたが、ちょっと
今忘れましたが、このあたりの令和はありましたが、町制６０周年にあわせまして、そう
いった天皇がおかわりになるというところ、当時は元号が令和とはわからなかったわけで
ございますが、そういったところで、ゆかりある先ほど議員おっしゃった剣、また楽々福
神社との縁であるとか、町内、非常にまつわりあるところが、由緒あるとこが多々ござい
ます。そういったところで、天皇もしくは上皇あたりというようなところも内部では検討
した経過もございますが、結果として見えてないところが現状でございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）だんだん熱が入ってまいりましたが、あのね、課長、船通
山宣揚祭というのがありますよね。これ、第４３回船通山記念碑祭、第５０回船通山宣揚
祭と、２つあるんですよね。日南町から天皇陛下になるための天叢雲は出現しておりま
す。今回は、天皇の崩御ではありません。計画的に退位されたわけです。イベントをなぜ
打たないか。日本で日南町しかできないんですよ。天叢雲が出たところは日南町です。船
通山から。出現の地という石でつくったもんがある。最大のイベントじゃないですか。東
京で行われるオリンピックみたいなものが日南町はできたわけです。何をやっておられた
のか、私は不思議でかなわん。この刀は熱田神宮に預けてあります。天皇はなられたら、
後から挨拶に熱田神宮に行かれるわけ。今は擬刀でやっておられます。何で、３０年に１
回ですか、天皇陛下、今回も、わかりませんが、ここしか最大のイベントは打てなかっ
た。鳥取市の令和という名前の拾い文字とはわけが違うんです。どうですか、そこら辺。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。議員御指摘の宣揚祭あたりにつきまして
は、御承知のとおり、日南町と隣の奥出雲町と連携をしてやっております。また、それの
特に神事あたりにつきましては、土地の所有者を含め、関係者とも協議を重ねるテーブル
を設けておりまして、先月でしたか、第１回目の今年度に入りまして顔合わせなり打ち合
わせを行ったところでございます。そのあたり、また今月中、下旬にもございますので、
そこでそういった話も触れたいと思いますけども、改めて議員おっしゃる意は酌み取りな
がら、特にことしは日南町が当番町でございますので、そのあたりは積極的なＰＲという
ものに努めてまいりたいと思います。以上です。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）課長の話は私の質問に答えてないと思いますけど、横田
町、奥出雲、出現の地は日南町なんです。内藤さんの土地なんです。町に寄附するまで言
っておられるんですよ。これまでもやってきたわけで。なぜ今の記念碑祭と宣揚祭が違う
かといったら、ずっと神社庁がやってたから、それは今の時代に合わんよということで宣
揚祭になったわけでして、みんなが上がれる。女性も上がれる。子供でも上がれる。昔は
上がれない山だった。そういった流れの中で、今回しかないんですよ。それも天皇が突然
崩御されたんじゃなくて、計画的に譲られる。当然、東京オリンピックが日南町であるよ
うなもんだ。それを何もされなかった。
　私も久しぶりのことで勉強してみたんですけど、ユーチューブあたりには船通山の頂上
で火をたかしておられる。ラーメンつくって食わせる。山頂で食べようというイベントを
観光協会が実施された。あり得ないと思うんですよね。弁当を食べるでも農業シートを持
っていって敷かんと、御飯粒や糖分が落ちればアリが出て、カタクリの花の種を食べちゃ
う。持って入ってしまう。何十年もかかって、ここがカタクリだよという区域をしてみん
なが保全したものが、今は逆ですね。人が歩くところにくいを立てて、カタクリがそこら



じゅう咲いた。先人たちが努力した何十年のものが、山頂で火を使って火事でもしたらど
うなるのかなというような不安もありましたので、大至急にこの船通山をめぐる情報共
有、観光協会の職員、歴代の精通者あたりの情報をとって、今、日本で一番大きい観光地
は日南町が所有しておる船通山宣揚祭に絡むイベントだと私は思っておりますので、時間
もなくなってきましたが、大至急、そこら辺の対応も考えてみていただきたいと思うとこ
ろです。
　そういった中で、観光協会、それから企画課、道の駅、地域、この連携について、若
干、全てが、観光協会の事業は道の駅ありきだなというような気がする。今回のサイクリ
ングも３月に予算を組まれて可決されて、５月にプレイベントをやる言うとって中止にな
った。けれどもサイクリングのイベントをやると。先般、鳥取県が中海周辺にパーマネン
トのコースをつくった。東部では山本隆弘、全日本のバレーですね、あの方がそういった
サイクリングのキャラクターでやられると。そういう中で、何であえて四国から来てここ
でツーリングをやらないけんのか。そこら辺、ほとんど道の駅の主導で観光協会が動くの
ではないかと思うんですが、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。議員御指摘の点につきましては、観光協会
も当然協力等は行いますが、いわゆるサイクリングイベントにつきましては、町が道の駅
あたりと連携して、委託をする中で進めていきたいというふうに考えております。観光協
会につきましては、その来られた方、案内所のまた充実であるとか、そういったところを
情報発信等に努めたいと思っておるところでございまして、まず町がある程度イニシアチ
ブをとって進めていきたいと考えておるところでございます。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）１２０万の予算を組んでやられるということで、基本的に
は道の駅のためのイベントのための観光協会というような見え方がしてかなわんのです
が、予算をとるにはやはり計画があって実施されないと、プレイベントやめられたわけで
しょう。本当にこれまではウオーキングでいくということでずっとイベントを打ってこら
れて、なぜ今回そういう周辺がサイクリングやっとるのに、本町が、これ継続するんです
か。しないんじゃないですか。ですからやはりそういった事業の見きわめについてはいま
一つ慎重にやっていただいて、計画したなら確実に実行するということをお願いしたいと
思うんですが、課長、どうでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）議員御指摘のさっきのプレイベントを行った上に本大会とい
う当初の説明から方向性が変わってきているところにつきましては、やはりもうちょっと
詰めが甘いと言われればもうそのとおりだと思います。また、これまでウオーキングを中
心に、今も各地域で進めてきていらっしゃいますけども、全国的にも、先ほど例を挙げて
くださいましたところもブームとなっております。日南町につきましても各種名所がある
わけでございまして、そのあたりが道の駅を拠点にと、道の駅とべったりではないかとい
う誤解を一部受けていらっしゃるところにつきましては、逆に言いますと観光協会の事業
がもっともっとＰＲが不足しているのではないかという念を今持ったところでございます
ので、そのあたりのＰＲも兼ねながら、ロゲイニングにつきましては、今年度の初回にな
ります。実施状況を見ながら、かつては１００キロメートルマラソンもあったわけでござ
いますけども、息の長いイベントとなるようにという決意を持って臨みたいと思いますの
で、御理解いただければと思います。よろしくお願いします。
○議長（山本　芳昭君）２番、古都勝人議員。
○議員（２番　古都　勝人君）若干教育長の話も聞きたかったんですが、先ほど熱い思い
を聞いたので、また後日の機会に細部については伺いたいと思いますが、質問の中で、私
も日南町の発展を思っておりますので、若干厳しい言葉も使ったかもわかりませんけれど
も、御容赦いただいて、発展のためによろしくお願いいたします。以上です。
○議長（山本　芳昭君）関連質問がありますか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）そうしますと、古都勝人議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）ここで暫時休憩をいたします。再開は午後１時からといたしま
す。
　　　　　　　　　　　　　　午後０時１０分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午後１時００分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き会議を再開します。



　５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）一般質問をさせていただきます。
　日南町にはおいしいものやよいものがたくさんあります。私も、そして日南町が大好き
です。
　この日南町の魅力を全国に発信するきっかけとして、２０１６年、にちなん衣食住フェ
アが開催されました。そのフィードバック及び２回目の開催計画について伺います。
　開催後、反省点をもとに、どのように取り組まれたか伺います。
　また、にちなんファンを大募集されましたが、どのように取り組んでおられるかお伺い
します。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）櫃田洋一議員の御質問にお答えします。
　最初に、にちなん衣食住フェア開催後の検証とその後の取り組みについてでございます
が、まず、御質問のイベントは、にちなん衣食住フェア２０１６として、約３年前の平成
２８年１１月１日から６日までの６日間、東京にありますとっとり・おかやま新橋館を会
場に、移住定住相談や特産物の物販、日南町ゆかりのゲストと町長によるトークショーな
どを行ったイベントでございます。この間、商工会を初め、町内事業所の協力を得ながら
移住定住に関する相談対応を行ったほか、試食を交えた特産品販売を行った結果、延べ
１，２１３人の来場をいただきました。
　後日、関係者による反省会を行いましたが、いろいろと意見があった中で、主な課題と
しては、とっとり・おかやま新橋館を会場にしたイベントは、食に関したものを中心に展
開することが望ましいこと、２つ目として、移住定住に関したフェアは、ふるさと回帰セ
ンターなど既存する機関と連携した取り組みが望ましいこと、３つ目として、トークショ
ーなど、日南町を多くの方に知ってもらうには、食や移住定住だけでなく、観光面の魅力
発信を通じた形が望ましいことが浮き彫りになりました。
　これらの課題を踏まえて、現在、食に関しては、米や野菜など、それぞれにこだわりを
持った生産と販売を展開していただいていますし、加工品も道の駅の開設とともに品数が
ふえてきているところであります。また、移住定住につきましては、しっかりとターゲッ
トを定めた取り組みとして、本年度、新たにＵターンを考えている若い世代を対象に相談
会や同窓会の支援を計画しています。
　観光面での魅力発信におきましては、観光協会の一般社団法人化を行い、組織の強化と
ともに、各地域にある資源が魅力的になるよう、ひいては日南町を知ってもらい、来てい
ただけるように努めてまいりたいということを考えております。
　したがいまして、にちなん衣食住フェア２０１６のようなイベントは、いずれは行いた
いというふうに思っておりますけども、当面はそれぞれの施策の事業展開の中で進めてま
いりたいというふうに思っております。
　２つ目のにちなんファンの募集後の取り組みについてでございますが、この制度は、日
南町に関心を持つ情報を収集し、その方々に町の情報を初め、特産品など日南町にまつわ
るさまざまな商品をＰＲするとともに、購入していただくことを目的として、平成２８年
１１月から平成２９年度にかけて展開したものでございます。この間、プレゼント企画や
アンケートなどを実施した結果、登録いただいた方は８０人でありました。この結果を受
けて内部で検証を行いましたけれども、魅力のある情報や商品はインターネットを通じて
どんどん拡散される時代であります。フェイスブックやツイッターなどＳＮＳと呼ばれる
媒体を充実したほうがより情報発信できるのではないかという一定の結論から、現在は、
観光情報発信用ＳＮＳとして、にちなんファンのフェイスブックを運用しておるところで
あります。観光フェイスブックには約１，０００人の閲覧登録者があり、随時観光の情報
の発信を行っているところです。この閲覧登録者がそれぞれの意思によって情報を拡散す
ることで、より多くの方への情報発信につながっています。この点は、さきのにちなんフ
ァン制度と比べても飛躍的な情報発信になっていると思うところであります。
　今後も時代に合った形の情報発信に努めていきたいと考えております。
　以上、櫃田洋一議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）食品等々を各事業所で販売していただいているというよう
なお答えもありましたけども、具体的に各法人がそれぞれのチャンネルで販売されている
ことは、それはそれとして、日南町独自がそこに何かフォローするようなことはないのか
と思うのと、それから、このときの同時開催に、過去３年間、日本通運の本社ビルで、食
堂では２５０キロの米を、日南産米を使っていただき、そして食堂の出口のロビーでは日



南町の特産品を販売しておりました。こういうのもやはり、日通の本社ビルには
３，０００人の社員の方がおられて、そのうち１，０００人がこの食堂を利用されるとい
うことでありましたので、日通の森等々もありますし、日本通運との関係、あるいは米の
提供、食堂での食べていただくこと、知名度等々も今後やっぱり続けていくべきではない
でしょうか。
　それから、２点目のにちなんファンですけども、今現在ＳＮＳにちょっと変えられたと
いうことですけども、当時、都内在住で来場された方に、ちょっと二、三人の方に聞いて
みたんですけども、そのときのこのカードに登録後もいろいろ楽しい特典がありますって
書いてあるんですね。確かにそのときにはファンを登録してアンケートをいただいたりし
たら、抽せんでお米ですとかトマトジュースのようなものはお送りされたと思います。そ
の後のフォローが多分されてないと思います。この辺は、ＳＮＳで新たに登録された方に
は情報を提供されているのかもしれませんが、そのときに情報を登録された方のフォロー
が多分されてないように思います。
　また、ＳＮＳの登録１，０００人とありますが、これは男女比ですとか地域、それから
年代、そういう集計がとれてて、今後、日南町のファンになるに当たりまして、移住です
とか、そういったものにある程度役割を果たすのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思い
ます。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。まず、１点目にございました町としての支
援といいますか、フォローについてでございます。
　現在におきましては、企画課におきまして、チャレンジ企業支援制度を設けておりまし
て、企業が何か特産品を開発される場合、また、打って出るとしまして、県外などへのイ
ベントへ特産品販売をされる方々に対して費用の一部を支援しておるところでございま
す。
　また、特産品の開発に当たっては、今の制度ではまだまだ期待に応えられてないという
ところも鑑みて、来年度に向けては内部でもちょっとどういったことができるかというの
も検討しておるところでございます。
　それから、２点目にございました日通の特産品の販売についてでございますが、かつ
て、先ほど議員おっしゃいました日通本社を会場に展開してきたわけですけども、ここ２
年ばかりできてないのが正直なところでございます。折しも、日通と日南町との関係でご
ざいますけども、共生の森活動が始まって１０周年を迎えるちょうどタイミングでござい
まして、我々としてもその取り組み、本社での取り組みも何かしら再度やりたいというと
ころは担当者間では話をしておるところでございますので、何らかそういった取り組みが
見える化できるように検討しておるところでございますので、期待に応えられるように行
いたいと思っておるところでございます。
　それから、３点目にございました、いわゆるにちなんファン大募集としましてカードを
つくりました。そのときのフォローができてないという御指摘については、議員御指摘の
とおりだというふうに感じております。現在、こちらに載っておりますＱＲコードにアク
セスしていただきますと、観光協会のホームページへスキップするようになっておりま
す。ところが、いろいろとすてきなプレゼントであるとか、盛り込んだ当時の企画に反し
て、そういったところを今現在展開をしてないところですので、この辺は早急に対応した
いと考えておるところでございます。
　最後に、ＳＮＳの１，０００人のいわゆるフォロワーの状況でございますが、年代別に
つきましては、若い層と言ったら恐縮ではございますが、２０代から４０代のあたりが、
今、具体的な数字を持ち合わせておりませんが、伸びが高いというところは傾向としてつ
かんでおります。また、中国地方、近い広島、岡山を中心に、飛び地になりますが、大阪
あたり、近畿圏から、比較的近いところの閲覧が多いというのも、これも傾向でございま
すが、認識をしておるところでございます。
　ただ、このあたりにつきましては、議員御指摘のとおり、分析というものは大切なとこ
ろでございますので、定期的なデータ把握とともに、施策に生かしてまいりたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）共生の森がいろいろまた相談されながら、連携して進んで
いくということは、非常にそれはいいことであると思います。日通本社の食堂での販売
は、特にリスクもありませんし、経費もそんなにかかるわけでなく、ただ米を２５０キロ
買っていただけるので、それはそれで、あとは日通のＣＳＲ部の社員の方がみずからポッ
プまでつくって食堂に日南町の米だよというＰＲまでしていただけるので、ぜひこれはす
ぐにでも再開していただければと思います。以上です。



○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。来月の半ば、中旬でございますけども、日
通の共生の森の活動としまして、２日間、御来庁いただく予定で現在直近のイベントを予
定しておりますが、それにあわせまして、今、頻繁に先方とやりとりを行っておるところ
でございます。今、議員から御指摘ありました食堂での展開というのがいつのタイミング
になるのかはお約束できませんが、できる限り皆さんに試食していただけるようなことが
どうであろうかというのもその活動の打ち合わせとあわせて投げかけてみたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。以上です。
○議長（山本　芳昭君）５番、櫃田洋一議員。
○議員（５番　櫃田　洋一君）衣食住フェアでしたので、ちょっと住の部分も少しお聞き
したいと思うんですが、移住のときに、空き家バンクというものがありますが、すぐに住
めれる家がなかなかないと、まずは水回りを修理してからという声をちょっとよく聞くの
で、確かにここはなかなか町で整備するのもどうかなというものもあるし、大家さんの関
係もありますし、ただ、移住も募集しているのであれば、この辺ももう少しいろんな方と
話をしながらできればと思いますが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。当時のイベントにおきまして、実績としま
して１６件の相談がございました。議員御指摘のとおり、すぐに住めるという状況の家で
すが、現在は１０軒も満たないような状況でございます。ただ、登録だけは数十件いただ
いておりますけども、すぐ住めるというところの確保が必要だというところは、このイベ
ントに限らず今現在でも喫緊の課題であるというふうに認識をしてございます。当時を振
り返りますと、まだ鳥取県の制度でありますとか、改修あたりに助成をするというような
制度もまだまだ不十分であったかもしれませんが、今現在におきましては、そういった制
度も確立されてきております。町の中でも改修補助があるというところはまだまだＰＲも
足らないところもあるのかと思いますが、それこそ御指摘ありました大家さんとの兼ね合
いというのも、こちらにいらっしゃらない方々が多いわけでございますので、がメーンで
ございますので、そういった方々とどういったことでというのは、今も一件一件交渉しな
がら、また、集落支援員さんの御協力も得ながら情報収集に努めておるところが現状でご
ざいます。
　何にしましても、もうちょっと求める方、こちらに相談がある方々に対してのもっとニ
ーズに対して応えられるような仕組み、仕掛けというのは必要であろうと認識しておりま
すので、引き続きまた御意見等あれば御指摘の中で賜りたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。
○議員（５番　櫃田　洋一君）わかりました。
○議長（山本　芳昭君）よろしいですか。
○議員（５番　櫃田　洋一君）はい。
○議長（山本　芳昭君）質問は以上ですか。
○議員（５番　櫃田　洋一君）はい。質問は以上で終わります。
○議長（山本　芳昭君）ということでございます。
　関連質問がございますか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）ないようでしたら、櫃田洋一議員の一般質問を終わります。
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）続きまして、タブレット５ページ、６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）４月の日南町議会議員選挙におきまして初当選させていた
だきました岩﨑でございます。よろしくお願いいたします。
　少子高齢化による人口減少が進行する中、持続可能なまちづくりに取り組み、私たちの
日南町が次の世代に引き継げるよう、努力を重ねていきたいと思っております。
　さて、今回の６月定例会一般質問で、大きく２つの質問をさせていただきます。
　１点目でございますけれども、地域おこし協力隊についてでございます。
　地域おこし協力隊の制度は、都市部の若者が過疎地域に移住し、地域力の維持、強化を
図ることを目的に、平成２１年度から始まりまして、ことしで既に１０年が経過しまし
た。初年度の隊員数は全国で８９人、取り組み団体は３１団体であったということになっ
ております。３０年度末には５，３５９人、取り組み団体は１，０６１団体と、非常にふ
えているわけでございます。
　まず、この地域おこし協力隊につきまして、日南町での隊員の採用人数、それとその業
務内容、最終的な定住状況、これを年度ごとにお伺いしたいと思います。
　また、先ほど申し上げましたとおり、現在では全国の多くの自治体が地域おこし協力隊



を募集をしております。隊員確保に非常に苦労していると思われます。日南町での隊員の
募集に当たりましての採用条件であります給与月額、それから生活等の支援制度、それか
ら現在の隊員の募集状況について伺います。
　続いて、２点目でございますが、情報化の推進についてであります。
　全員協議会において企画課からの説明がございましたとおり、今年度から２カ年でケー
ブルテレビ網のＦＴＴＨ化工事が開始されます。ファイバー・ツー・ザ・ホームというこ
とで、現在の同軸ケーブルのものを光ファイバー化して、各家庭まで引き込むということ
でございまして、インターネットの通信速度が大幅に向上するとか、あるいはテレビの将
来の８Ｋ化に向けての対応もできるということも伺っております。それから、何よりも幹
線の冗長化、ループ化を図るということで、非常に信頼性の高い情報基盤として更新がさ
れるということで、非常に期待をするところでございます。
　また、行政内部の情報化推進につきましては、県西部の町村によります電算システムの
共同運用の検討がなされるということも伺っておりますし、費用対効果というものが見込
まれるのではないかと考えております。教育関係につきましても、今年度予算の中に電子
黒板の更新やら、児童生徒のタブレットの更新、教職員のパソコンの更新の予算化もされ
ております。さらに、町長の施政方針におかれましては、人工知能、ＡＩの活用について
という表現もございます。
　これらの情報基盤の整備や強化、基盤を利用しました住民サービスの向上、情報化社会
に対応した人材育成、地域産業の活用などの方針を定めましたいわゆる情報化推進計画と
いうものが必要ではないかと、策定すべきではないかと考えますが、町長はどのようにお
考えでしょうか。
　続いて、情報化推進の２点目についてでございます。
　今や携帯電話は住民生活や緊急時の連絡手段といたしまして重要なインフラであると思
います。
　総務省によりますと、平成２９年度末現在で携帯電話の人口カバー率は９９．９９％、
サービスを受けられることができないサービスエリア外人口、これが全国で１万
６，０００人であるとなっております。日南町内におきましても、携帯電話がつながらな
い、あるいはつながりにくいという町民からの声を時々聞くことがあります。日南町内の
不感地域の把握はできていますでしょうか。また、不感地域があるとすれば、その解消に
向けた取り組み、これはどのようになっているのか伺います。
　以上、最初の質問を終わります。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）岩﨑昭男議員の御質問にお答えします。
　最初に、地域おこし協力隊の採用、活動についてということで、日南町での採用人員、
業務内容、定住状況についてという御質問ですけども、地域おこし協力隊として採用しま
した平成２５年度から令和元年度採用までの状況については、採用が２５名、そのうち定
住された人が９名であります。業務内容ごとの採用と定住人数は、農業研修生が１３人、
うち定住が５人、林業研修生が６人、うち定住がお一人、鳥獣被害対策実施隊員として５
名、うち定住が２人、地域振興がお一人で、その方は定住されております。
　また、年度別ですが、平成２５年度が採用が３名、うち農業研修生が３名、定住がお二
人、平成２６年度におきましては、採用が７名、うち農業研修生２人、林業研修生３名、
鳥獣被害対策がお二人、定住はそのうちのお一人です。２７年度におきましては、採用が
５名、うち農業研修生がお二人、林業研修生がお二人、鳥獣被害対策がお一人ということ
で、定住はゼロであります。２８年度におきましては、採用がお二人で、うち農業研修生
が２人、定住はゼロです。２９年度におきましては、採用が３名、うち農業研修生１人、
林業研修生１人、鳥獣被害対策が１人、定住はお二人です。平成３０年度は、採用１名
で、うち農業研修生が１名、定住が１名。本年度、元年度ですけれども、採用が４名、う
ち農業研修生が２人、鳥獣被害がお一人、地域振興が１人ということで、そのうちの定住
が３名であります。
　続きまして、当町での採用条件と募集状況でありますが、全国的に地域おこし協力隊の
募集人員が増加しており、本町では４年前から募集人員に対して応募人数が下回り、令和
元年度は７名の募集に対しまして５名の応募があり、そのうち４名を採用するなど、隊員
の確保に苦慮しているところであります。そのため、給与月額を農林業研修生では全国平
均並みに、そして鳥獣被害対策実施隊員は全国平均以上に引き上げることで、辛うじて応
募があり、継続ができているところです。
　来年度の募集についてはこれからではありますが、農業の担い手確保対策として、今後
とも農業研修生については募集を継続したいと考えております。



　また、国の方針では、引き続き地域おこし協力隊制度の拡充を行い、地方の人材確保対
策に取り組むとしておりますので、今後は本町でも農業分野に限らず、福祉、教育、環境
などの他の分野においての活用方策を検討していきたいというふうに思っております。
　次に、情報化の推進についてということで、情報化の推進計画の策定という御質問であ
りますが、施政方針で述べましたとおり、人口の減少とともに、人材不足を補う方法とし
て、科学技術の活用は今後の町政運営に当たって切り離すことができないものであると認
識しております。その中でも情報化の推進については、今後、戦略的に進めていかなけれ
ばならないものであるというふうに考えております。
　国は、平成２８年に官民データ活用推進基本法を制定し、マイナンバー制度を始めまし
た。情報セキュリティーの強化、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の改正な
ど、データの活用に当たっての法整備を進めるとともに、ＩＣＴの推進を行っています。
さらには、２０２０年に向けた社会全体のＩＣＴ化やアクションプランを策定し、無料公
衆無線ＬＡＮ環境の整備や多言語音声通訳システムの自動化、あるいは４Ｋ、８Ｋの推
進、第５世代移動通信システムの実現など、都市部を中心に目に見える形として官民連携
の取り組みを進めております。
　しかしながら、民間参入を期待することができない本町において、情報過疎、デジタル
デバイドによる世間から取り残される環境は避けなければならないと考えております。
　現在、鳥取県が中心となって、県内全市町村が連携を図って情報化推進に取り組む鳥取
県自治体ＩＣＴ共同化推進協議会におきまして、情報通信技術に関する事務の効率化を図
るべく協議を行っているところであります。各分野における情報通信技術の向上により、
今後の働き方改革にも効果が出るものと思いますけれども、一方で、情報インフラ整備の
状況は、各市町村でばらつきが生じているところです。本町では、御承知のとおり、タウ
ンズネット光化事業によりまして、既存の同軸ケーブルよりも性能、技術ともにすぐれた
光ケーブルに改修することで町民サービスの向上を図ってまいりますが、今後は、ＩｏＴ
やＡＩ、ビッグデータなどの活用検討を進めていくとともに、行政の業務改革についても
推進していきたいというふうに考えております。
　これらの取り組みにつきましては、財政事情等を勘案しながら進めていく必要があり、
議員御指摘の計画につきましては、今年度策定する日南町総合計画における情報通信分野
の目的を達成するためのＩＣＴ戦略として位置づけ、計画に盛り込むとともに、事業検討
を進めていきたいというふうに考えております。
　続きまして、携帯電話の不感地区の解消に向けた取り組みについてでございますが、現
在、町が把握している携帯電話の不感地域は、大宮、山上、多里地域内の７つの集落、
２９世帯というふうに認識しておるところであります。
　携帯電話は生活に不可欠なサービスとなりつつあります。国におきましては、居住エリ
アのみならず、非居住エリアについても、防災を初め、観光、登山など多様な観点の要望
が寄せられていると伺っております。携帯電話の基地局整備につきましては、民間主導に
よる基盤整備及びサービスの提供が原則とされており、補助事業も事業化されております
けれども、新規整備にはコストがかかることから、現在は民間による不感地域の解消につ
いて、携帯電話事業者の３社に対して要望を行っているところです。
　また、エリア内におきましても、場所によってはつながりにくいケースも見受けられて
おります。個別に意見、要望をいただいているところにつきましては、その都度対応を行
っているところではございますが、事業者も対応が困難となる場合は、補助事業の活用に
よる整備を要望していくことになります。ただ、補助事業の活用には、町はもとより、事
業者にも負担が生じるため、近年はそういった動きに至ってないところです。
　いずれにしましても、今後の情報通信技術の進歩と、それを活用していかなければなら
ない時代を迎えようとしております。スマートフォンやタブレットなどの端末も機能が向
上されることが予測されます。今後、最寄りの基地局から居住地までのサービスにつきま
して、増幅器や宅内基地局のような設備の導入についても検討を進め、携帯電話の不感地
区の解消につながるよう努めていきたいというふうに思っております。
　以上、岩﨑昭男議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）再質問でございます。地域おこし協力隊についてでござい
ますが、この制度の大きな目的としまして、地域外の人材を誘致しまして、定住、定着を
図るということがございます。町内の各集落では、人口減少と高齢化によりまして、若年
層の比率が低下しておると、農地の荒廃や集落機能の低下ということで、限界集落の発生
も懸念されております。このような集落にこの地域おこし協力隊のメンバー一人でも入っ
てくることができましたら、その地域の問題というのが若干でも緩和され、明るい将来が



見えてくるのではないかと思っております。
　先ほどの答弁で、日南町では農林業研修生と鳥獣被害の対策の隊員ですか、これを中心
に地域おこし協力隊を採用しているというお話でしたが、それで現在９人の隊員が定住を
されているということでした。農林業関係、いわゆる研修をして、雇用を図り、地域で定
住していただくということですが、基本的にこの仕組みというのは現実的な人も来て、産
業も興して活性化を図れるということでございますが、非常にハードルが高いと私は思い
ます。それ以外にも、ほかな部分ですね、地域振興とか、例えば簡単な話でいきますと、
イベントを開催するに当たっての補助員とか、そういうような非常に簡単なものもできる
のではないかと思っております。いわゆる期間としましては、１年から３年の期間という
のが地域おこし協力隊の任務の期間となるわけでございますけれども、やはりその短期間
の中でも日南町を知っていただきながら活躍ができる場というのもあるのではなかろうか
と思っております。先ほど町長のほうも福祉とか教育とかおっしゃいましたけれども、そ
ういうような部分も積極的な活用をお願いしたいと思うんですが、例えば先ほど答弁にあ
りました福祉とか教育の部分、具体的な活動内容とか、あるいは採用人数というのがどれ
くらいを見込んでおられるかということをお聞きいたします。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。地域おこし協力隊制度を活用した事業につ
きましては、総括としましては企画課で推進をするところで今取り組みを進めておるとこ
ろでございますが、折しも来年度採用に向けてでございますが、町長がおっしゃった分野
についての検討というのをこれから具現化させていくところでもございますが、一つ課題
として大きな点としまして、この制度が最長３年間であるというところがございます。先
ほど議員おっしゃいました地域の振興であるとか、そういったところで果たして定住につ
ながるのかというのは非常に危惧するところもございますが、中でも介護や福祉等に資格
を得ていただいた上で勤めていただくとか、また、それに限らず、町内の雇用につながれ
ばという、そこがゴールでもございませんが、一つの目標ラインというところで見ました
ときに、果たしてどういった呼びかけができるのかというのは非常に課題の一つとしては
ございますので、この辺は呼びかけをしていきたいというふうに考えております。ただ、
これまでは議員御承知のとおり農業、林業を中心に展開をしてまいりましたので、その辺
からのフレームをもっと広げるという点におきましては、どんどん進めなければ、この人
口減少に対するまた対策と申し上げますか、時代を、日南町を持続的なものにするという
ところは難しいという点では、もっと加速して取り組まなければならないのかなと考えて
おる次第でございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）企画課長のほうから先ほど、３年度の期限があって、その
先が見えないからなかなか採用が難しいということでございましたが、隊員としての期間
は３年が上限であると、要はその３年間の間に、地域おこし協力隊ですから、やはりそう
いう田舎暮らしとか、そういうところに目を向けた方が都会から日南町に来るわけでござ
いまして、その方々が日南町の魅力というのをその３年間にわかってもらえれば、それが
定住につながっていく。そこで、今の農林業研修生等につきましては、その先には農業と
いう業が待っておるわけでございますけれども、例えば３年、隊員として日南町を知って
いただき、日南町の魅力を感じていただき、よし、定住してやるぞというふうになれば、
例えば民間企業への就職、もちろん役場の職員でもいいわけですよね。やはりきっかけと
して、この地域おこし協力隊の活用というものの考え方があってもいいのではないかと思
います。
　確かに３年間終わって、その先どうするんかというときに、具体的な研修をして業につ
くという担保されたものがあれば、それにこしたことはない。ただ、それはやはりハード
ルが高いと思うわけです。これだけ人不足、言われておる中で、一人の若者が日南町に入
ってきて、各地域に１人ずつでも例えば集落に生活をする。それによってその集落という
ものが限りなく元気になってくると思うわけです。ですから、例えば募集して採用となっ
ても、この中心地に住むばかりがいいわけでなく、やはり積極的に周辺の集落に住んでい
ただきたいなと思うわけでございます。そういうようなところで、地域おこし協力隊もも
う少し力を入れずに、気軽と言ったら大変失礼かもしれませんけれども、肩に余り力を入
れ過ぎていかなくても、もっと広く分野をとって採用していただきたいなと思うところで
ございます。
　特にこの制度につきましては、隊員を募集するというときに、要はこれは行政に出る特
別交付税になるわけですけども、上限が２００万円というような経費もつきますし、隊員
の活動に要する経費、給料とかその他、生活の支援等に隊員１人当たり４００万円という
上限が特別交付税という財政措置によって行われるわけでございます。このような国によ



る優遇的な制度だと私は思います。ぜひこの農林業関係以外の分野にも積極的に活用して
いただいて、隊員の幅広い活躍を期待するところでございます。
　続いて、隊員の募集について伺います。
　全国的に募集人員がふえて、隊員を採用されないケースがあるようですけども、直近の
日南町の先ほど採用と定住の人数は伺ったんですけども、募集の人数と日南町が採用でき
た人数、ちょっとこちらを教えていただけませんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）失礼します。地域おこし協力隊の募集人数につきましてです
けども、平成２５年からスタートしておりまして、２５年は募集を６名しまして、応募が
９名ございました。２６年度は募集人数８名に対して応募が１１名……。採用も言ったほ
うがよかったでしょうか。（発言する者あり）募集と採用でよろしいですか。募集のほう
が、２５年度が６名に対して採用３名です。２６年度が募集８名に対しまして採用７名。
２７年度が募集６名に対しまして採用５名です。２８年度、８名募集で２名の採用です。
２９年度、９名の募集で３名の採用です。３０年度、８名の募集で１名の採用です。元年
度、７名の募集で４名の採用となっております。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）ありがとうございました。募集人数と採用人数ということ
で、やはりなかなか募集はしても採用になっとらんというのがうかがえると思います。
　そこで、この必要な隊員を、その人数、採用するというのが大事なことだと思うわけで
ございます。予算もついております。確保するための案というのをお持ちでしたら、その
案を伺いたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）議員おっしゃられるとおりに、募集人数に対しまして、近年
ずっと割れているという、半数以下という年もあったりしております。その中で、確かに
農林業研修生と林業研修生、林業研修生につきましては、アカデミーというものができま
したので、こちらの制度からは外すというふうに考えておりますけども、農業研修等に鳥
獣被害対策員について限定するということではなかなか厳しいというふうに考えておりま
す。ですので、今年度というわけにはならないかもしれませんけども、議員おっしゃられ
たように、今後は募集する範囲、職種等も広げて、より多くの人にまずは日南町をいろん
な意味で選択していただけるということを進めていきたいというふうに思っております。
全国の募集の会のほうにも出ておりますけども、そちらの中でどうしても農業、林業とい
うことに絞ってしまいますと、やはり条件のいいとこ、大都市圏から近いところでもし３
年が済んでもすぐに帰れるようなとこ、なかなか日南町というところを初期投資もかかる
というところの中で選んでいただくということが非常に難しいというのが実態です。そこ
ら辺もありますので、今後は募集職種につきましても広げるということも検討というふう
に考えております。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）協力隊の話ですけれども、御案内のように、協力隊の前が地域サ
ポ人ネットだったですか、そういった同じような取り組みがあって、前町長も会長の中で
動いた経過がありますということだと、御承知のとおりだというふうに思っております
が、一時的にうちのほうがどんどん、どういいましょうか、募集はしますけど、なかなか
うまくいかない。うちだけではなくて、全国的な中で、確かに３年間というところがあり
ますけど、やはり募集する責任もあるというふうに思っておりまして、やはり３年間、基
本的には３年後に地域に定住してもらうための方策も町が提供していくということの責任
も必要ではないのかなというふうに思ってますし、また、逆に不明確だとトラブルも起き
やすいというような状況も全国的に聞いておりますので、ただ、今、農林課長が申し上げ
ましたように、農林業につきましては、今までは東京へ行ったりして募集をしてきた経過
がありますけれども、ちょっといろんなことの角度を変えて、議員のおっしゃられるよう
にいろんな角度を変えてみるということも必要な時期ではないのかなというふうに思って
おりまして、分野の広げるということもそうですし、それとやっぱり募集のあり方という
よりも、どういいましょうか、まだまだちょっと素案づくりですけども、場合によっては
日南町独自で試験会場を大阪、東京に持っていったらどうなのかなというようなイメージ
もありまして、ちょっとその辺は、今、私が個人で思っているだけの話ですので、ちょっ
と吟味をする必要、検討する必要があるというふうに思っておりますが、そういったぐら
いやらないとなかなか、あわせて、先ほどの話がありましたけども、衣食住フェアじゃな
いですけど、食だとか、そういうところも、町のＰＲも含めてできる形を持っていったほ
うがより効果的だし、看護師さんだとか、介護分野にしてもそうですが、そういうところ
はなかなか厳しい状況には全体的にはあるというふうには承知しておりますけれども、そ



れなりの効果があるかないかの挑戦はしてみたいなというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）町長、非常に前向きなお話でございます。私も若干考えて
みたら、例えば町の職員にしても、だんだんと試験の時期というのを早めてますですよ
ね。やはり地域おこし協力隊に手を挙げて、どこかに行ってみたいという方は、早いうち
にその募集情報がホームページに載っているとか情報があると、やっぱり食いつきがいい
と思います。ですからやはりなるべく早く募集する。来年度ですけど、これからですとい
うようなお話もあるんですけども、早い時期にどういう仕事の内容で、どれだけの給料で
どういうような支援策があるかということを、町長言われましたように都会のほうで会場
を設定してそこで受け付けるとか、そういうようなこともやられたら採用人数がふえるん
じゃないかと思っております。やはり募集を予定するというのは必要な人だという位置づ
けで予算化もするわけなので、それを実現するというのは、しっかりその人員を確保して
いただきたいと思います。
　もう１点、これはちょっと厳しい部分かもしれませんけれども、移住定住の交流推進機
構、ＪＯＩＮと言われるところが全国の地域おこし協力隊の募集情報というのを一元管理
して、それを見ながら各町に応募するわけでございますが、答弁要旨のほうにもございま
したけれども、報酬月額は１６万６，０００円ということで、いわゆる年間４００万のう
ちの半分の２００万がいわゆる報酬、給与として払える分ということで、上限が出してあ
るかとは思うんですけども、実はそれ以上のところがあるのかなと、ちょっと先日検索し
てみました。現在、募集データが４１４件、全国で募集をかけていらっしゃいます。自治
体がですね。そのうち７９件、これが２０万以上の報酬を出しております。ですから、確
かに２００万を超えた分というのは単町費での持ち出しということになっとるんかもしれ
ませんけれども、こういうようなところを、給与あたりもやっぱり魅力の一つになろうか
と思うんですが、このあたりを若干でも上げて、魅力的なものにするというお考えはない
でしょうか。
○議長（山本　芳昭君）どちらですか。
　坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）現在、１６万６，０００円というのがほぼ全国平均というよ
うなところで、議員言われたとおり、２０万円以上のところもあるというところです。町
の嘱託職員扱いということで採用することもありまして、それと、鳥獣被害対策のほうに
つきましては１８万円という金額、これは３町の連携ということで、日南町だけでなく、
併任辞令というような格好で採用になりますので、金額のほうが若干太いということにな
っております。
　金額につきましては、２００万ということを今のところ守ってということで考えており
ます。制度上は確かに２５０万まで上乗せすることができるということにはなっておりま
すが、嘱託職員というところもありまして、１６万６，０００円というふうに考えており
ます。
　今後につきましては、鳥取県内の状況を見まして、全国的なところも見まして、上げる
ことについては検討していきたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）ありがとうございます。確かに町職員として採用するので
あれば、そういうような形というのがなかなか、今のやり方というのが必要かと思います
が、もう一つのやり方として、そういう雇用契約を結ばない地域おこし協力隊ということ
もあります。特定の業務を委託して、町と直接雇用関係にないというようなこともござい
ます。そこら辺も検討していただきながら、隊員確保に向けて努力をお願いしたいと思い
ます。
　続いて、隊員のちょっと定住率について質問のほう、再質問をさせていただきたいと思
います。
　延べ２５人を採用し、現在９人が定住ということでございます。比率にしますと３６％
となります。これまた全国的な調査なんですが、総務省が地域おこし協力隊の定住率等に
ついて調べております。その率というのが６３％となっております。全国で６３パー、日
南町、３６パーということで、かなりの数値が低いと思います。ここらあたりの要因はど
こにあるとお考えでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）日南町のほうは、地域おこし協力隊を活用して募集を開始し
てからということでは、定住率という点で見ますと低いところがあります。ですが、従来
の農林業研修制度のほうを使いますと５０％以上の方が、当初、平成２１年ごろから来ら
れている農林業研修生につきましては定住率が非常に高く、それ以降、だんだんと定住率



が下がってきてしまったという現実がまずあります。
　それと、今、定住率が低い理由はということになりますと、やはり農業、林業をされる
に当たって、基本的に町のほうの推進しています方法としまして、一戸の農家、一戸の林
家ではないですけども、農業については基本的に自立して、自作をしていただくというこ
とになって、その分、３年間の研修をした上で、さらにリスクを持った上で農業に取り組
めるかということになりますと、なかなか非常に高いハードルもあり、３年間のうち一人
前に、トマトが主になるかと思いますけども、作型されまして、ですがなかなかその次に
本当に自作として投資をしてやるかということになると断念をされるということで、定住
率というのは今低いというふうに感じております。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）農林業研修生というような研修を目的に来られて実績を出
すということでございましたら、先ほど研修のあり方等もあろうかとは思うんですけれど
も、やはり隊員のフォローですね、研修の場というのはもちろんですけども、隊員同士の
交流の場とか、活動や日常生活の相談ができる体制、そういうようなところで、これこそ
多くの人を募集したんだけども来たのは少なくて、残っていただいた方も定住ができない
ということになってくると、やはり隊員の、せっかく来ていただいた方のフォローという
のも重要視すべきところがあろうかと思います。そういうようなところで、どういうよう
な具体的にフォローの仕方をやっているのかということを伺います。
○議長（山本　芳昭君）坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）フォローにつきましては、研修中につきましては、町の職員
ということもあり、それと、今は産業振興センターになりましたけども、そちらのほうに
基本的に研修等を委託するという格好になっておりますので、そちらのほうでフォローし
つつ、町としても就農、営農の会としては打ち合わせ等に参加をしてフォローをしており
ます。その後、実際に就農されてということになりますと、今度は振興センターの、旧エ
ナジーにちなんになるかと思いますけども、そちらのほうは離れまして、町のほうの就農
支援等、県の農業改良普及所、それと町、それと生産部等に農業者の方であったら入られ
ますので、トマト生産部なり各生産部のほうでフォローしていくという格好になっており
ます。
　また、地域おこし等で県外等で来られた方ということで、企画課のほうでも日野郡内の
交流会等もありますので、そういったところには積極的に参加をしていただくように促
し、交流を図り、フォローアップをするようにしております。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）ありがとうございます。しっかりとしたフォローでお願い
したいと思います。隊員は、冒頭申し上げましたように、１人でもいらっしゃいますと、
非常に日南町の活性化になると、日南町の地域課題と解決の有効な手段になるかと思いま
す。地域おこし協力隊制度の積極的な活用をお願いしたいと思います。
　続きまして、情報化の推進についてでございます。
　まず、基本的なところを確認させていただきたいと思います。町長答弁、それから答弁
要旨で、情報化推進計画の策定をされませんかということに対して、日南町総合計画にお
ける情報通信分野の目的を達成するため、ＩＣＴ戦略として位置づけ、事業検討を進めて
いきたいという表現があるんですけども、これっていうのは、情報化推進計画、またはそ
れに類するものを策定をされるのでしょうか。しないということでしょうか。よくわかり
ませんで、済みません。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。議員御質問の点でございますが、まず、総
合計画の中での情報通信分野の位置づけというところでは、どういったことに取り組みま
すというのは列記されることがイメージしていただけるかと思っております。その上で、
それぞれを具体的に、いわゆるアクションプランと申し上げましょうか、どういった理念
を持って方針を立て、どう取り組んでいくかというところあたりの総合計画とは別物とい
うところでつくる、つくらないというのが御指摘の意図というふうに認識した上ででござ
いますが、先ほど町長おっしゃいました鳥取県下で共同して取り組んでいるという事業も
ある一方で、町としては、ＦＴＴＨの事業は今年度行いますけども、今後、多様化される
そういった情報通信分野の国の動きと合わせまして、どういったことが具体的にこの町に
とってふさわしいのかというところが現時点で計画ができるかというところは、ちょっと
消極的と捉えられれば非常に意図はまた変わってきますが、そこは慎重に進めなければな
らないところだというふうに感じております。
　と申し上げますのも、財政状況というところでは、この分野には多額の費用がかかると
思っておりますが、国庫、県のほうでも支援いただいたとしましても、やはり持ち出しと



いうところは避けては通れないところだと思っております。効率的な事業を進める中で、
できましたら原課としてはつくっていきたいという考え方は念頭に持ちながらも、そこに
列記できる内容が、ＦＴＴＨ化を初め、今回デジタル防災無線等もございました。
Ｗｉ－ＦｉであるとかＬＰＷＡというような、例えば町の検針を遠隔地で確認できるとか
いうようなサービス、また、さらには５Ｇといったような非常にどういったことに活用で
きるかという、デジタル分野については国のほうでもいろいろと今、戦略、全体像は打ち
出されたものの、それを具体的にどう扱うかというのはまだまだこれから進んでいく分野
だというふうなところで、基本的にはつくっていきたいというふうに原課としては考えて
おるとこでございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）要はつくっていきたいという原課の思いはあるということ
でございますね。なかなかこの文章を読んだり、町長の答弁を聞いても結果が見えないと
いうグレーな部分でしたので、ちょっと確認をさせていただきました。
　ＩＣＴ戦略、戦略という言葉を使ってあります。戦略というのはまさに計画を立てて、
それを実行していく。途中でこれはやっぱりだめだと、財政的に無理だと切り捨てるのも
戦略です。ですがやっぱりその計画というのが、先ほど課長が言われましたように、日々
新しい技術ができる。新しい国の制度ができる。世の中、グローバル化で変わっていくと
いう中で、つくりにくいということを言われましたけど、まさにそこです。つくりにくい
からこそ日南町に必要じゃないのかと思うわけですよね。結局誰もがわからない。執行部
もわからない。議員もわからん。町民もわからない。これじゃあ情報化の推進なんてでき
ないと思いますよね。やはりそこのところをしっかりとつくっていただきたいなという思
いで私はこのたびの一般質問をしたわけでございます。
　確かに私も職員時代はそうだった。何とか計画だったら厚い本をつくって、これですよ
なんてやっているんですけども、そうじゃない。やはり何のためにつくるかというのは、
自分で定めた計画を検証して、よく議会で出てますけども、ＰＤＣＡの話もあります。や
はり数値目標とかを定めながら、そうすると、全員でそのものが共有できる。執行部も職
員の引き継ぎの中でもそのものをこういうふうにやっていくんだよ、３年間こうなんだよ
というのが書いてあればできるわけでございまして、議会もそこをやっぱりチェックがで
きる。やはり一番大切なのは町民の目線。日南町はこういうことをやっていくんだという
ことがわかるわけですよね。ぜひここの情報化の推進計画というのはつくっていっていた
だきたいと思うわけでございますし、ちょうどこの話をしながらホームページで調べてい
ましたら、今、地方公共団体の官民データ活用推進法とかいうのができて、その計画を、
今、国のほうがつくって、県も今度、２０２０年ですね、来年度末には策定するというこ
とでございました。このような、課長の答弁もあったんですけども、県内の情報化の推進
計画、全国のですね、そういうのをちょっと調べてみたら、残念ながら鳥取県もないんで
すよ、情報化の推進計画が。そういうような中で、例えばハードの整備をするときの支援
の仕組みとかいうものは、結局県が明確に示してない。もちろん地方もできんですわね。
そういうようなやっぱり大きな県からしてちょっと私は問題があるんじゃないかなと思い
ました。ちょっと県の情報政策課に電話もしてみまして、どうなんだよと言いましたら、
地方公共団体の官民データ活用の推進の計画を２０２０年末までにつくるので、そちらを
やりたいということもあったし、先ほど町長ありました、県の協議会ですかね、そういう
ようなところを使って行うというようなお話もありました。
　この官民データの活用推進計画というのはもう県は必ずつくらにゃいけません。ですか
らつくりますよね。そのときにやはり市町村の考え方というのも反映させていただくべき
案件だと思うんですよ。ですから、何とか県の協議会ですね、そういうようなところでや
はり市町村の考え方というようなものを取り入れていただく。困っていることはこうなん
だよと。県が勝手に困っているんじゃないんですよ。市町村が困ってます。特に情報基盤
の整備、そこには多額の経費がかかります。そういうところをやはりちょっと、そういう
ようなまず会が、要は県に対して計画を立てるに当たって市町村の意見を聞くような会が
あるのかどうか。例えば担当課長が県に行って、その会に出て思いを語るとか要望すると
かいうようなことがあるかどうか確認したいと思います。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。先ほど議員御指摘の官民データにつきまし
ては、市町村はいわゆる努力義務となっておりますが、その必要性につきましては、昨今
の国の動きを見ますと、オープンデータ、誰もがいつ何どきでも見られるデータの推進と
いうのも県下、県を含め、２市町しか、鳥取県、進んでないというふうに認識しておる中
では、もっともっと積極的にリードいただきたいというところは思う一方では、こちらの
御意見を聞く機会についての御質問ですが、先ほど町長おっしゃいました協議会の場にお



いては発言というのもできるかと思いますが、ある程度議題が事前に固まりますので、そ
のあたりは個別に相談しながら、今、議員御指摘の内容を伺いながら、必要性については
改めて再認識させていただきましたので、もっと町の事情、状況を把握していただくべ
く、こちらから発信をさせていただきたいと思ったところでございます。以上です。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）御案内のように、この分野はこれからの分野でありまして、多
分、こういうＡＩがありますから何ができますではなくて、私は逆の発想で、この事業に
対して何が利用できるかという発想をしていかないと、なかなかわかりにくいというか、
計画が立ちにくいし、それと費用がどれぐらいかかるかというところは、現時点の段階で
はちょっとやっぱり勉強不足の感があるかなというふうに思ってます。ただ、利用できる
ところは、行政の中もそうですし、民間もそうですし、あるいは農業だ、介護だ、いろん
な分野でできるんだろうというふうには思ってますので、ただ、それがやっぱり財政的な
ことはもちろんありますし、国や県の財政的なところも連動していかないといけないとい
うふうに思っておりますので、基本的にはどんどん使っていきたいというのの基本路線は
私自身は持ってますので、そうしないとやっぱり人手不足の解消になったり労働力の省力
化にはつながらないのではないのかなというふうに思っておりますので、ただ、冒頭に返
りますけども、現時点ではちょっと整理する期間が実際には要るのかなというふうに思っ
てますので、いろんなあり方がこれから出てくるんだろうなというふうには思ってますの
で、その段階できちっとしたものの方針なり計画を立てていきたいというふうに思ってお
ります。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）重要性は認識しておるが、ちょっと消極的な考えで、町
長、あれなんですけども、どうでしょうか、ハードが先行した、いわゆる財源の話とか、
そういう話にとかくなりがちでございますけども、確かにケーブルテレビだ、防災無線
だ、整備、更新するには多額の経費がかかります。ただ、それっていうのはインフラなわ
けでございまして、その上で使う、住民へのサービス提供、あるいは行政内部での関係の
こと等々、例えば教育なんかもそうですよね。インターネットを使うためのセキュリティ
ーの関係、そういうような勉強を学校教育に取り入れますかとか、社会教育でもＳＮＳの
使い方、そういうのをやっぱり、せっかくした情報基盤、これを活用する方向性、それも
やはり情報化の推進計画の中に入るわけでございます。ぶっちゃけた話、インターネット
を見ますと、ほかの小さな村でも町でも情報の推進計画をつくっております。うちと同じ
ような問題を抱えております。ないからこそ不安で、つくれないかもしれませんけれど
も、ぜひここのところは計画をつくって、町のため、執行部のため、議会のため、町民の
ためというところを、情報を出して、計画をつくっていただいて、情報化推進に当たって
いただきたいなということで、お願いと言うしかないかなと思うんですけれども、ぜひお
願いしたいと思います。
　それで、続いて、携帯電話の不感地域の解消についてでございます。
　先ほど３つの地域で不感地域があるんだよというお話でございましたが、この把握はど
のような方法を使って把握をされましたでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。詳細は担当を通じてでございましたので、
正直、今、未確認でございます。追って確認方法についてはお答えさせていただきたいと
思いますが、今現在入っていないというところについては、順次対応については努めてま
いりたいというふうには考えておるところでございます。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）その詳細はあれなんですけども、把握の方法というのがい
ろいろとあろうかと思います。通信事業者が公表しているようなデータ、地図からその地
域を選び出すというような方法もあるのかもしれませんけども、いずれにしても不感地域
はあるということでございます。抜本的な解消には基地局の整備ということが必要かと思
います。基地局の整備、大きな鉄塔から、割と小さい電柱につけるようなものもあろうか
と思うんですが、これを補助事業で行う。そうしますと国とか県とか町とかが補助金を出
して、それから通信事業者も出してということで、なぜつけないか、できないかといった
ら、通信事業者の負担があるからだよということでございますが、ちなみに、ピンからキ
リまであろうかと思うんですけども、安く基地局をつくる。どの程度の、今、事業費がか
かるもんでしょうか。工事費。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）議員御質問の点に的を射ているかどうか、ちょっとあれです
が、把握しておりますのは１，０００万円程度というふうに認識をしておるところでござ



います。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）全体の工事費が１，０００万ですか。通信事業者さんがじ
ゃあ出す金額というのは３分の１でしたっけ。３分の１。１，０００万の３分の１を通信
事業者が出せば基地局ができるわけですよね。出す言やあ。そこですね。以前は鉄塔の大
きなのを立てて１億とかいうような世界もあったんですけども、１，０００万でできると
なれば、通信事業者、いろいろある不感地域の解消、１，０００万のうちの３分の１の通
信事業者部分を例えば県と町がかぶるとか、もう９９．９９％、エリアになったわけです
よ。残りの０．０１、これを解消するためには、もうそれくらいやらんとできんじゃない
ですか。このあたりも極論を言えばそこまでになるんですけども、これもやっぱり情報化
の推進計画の一つなんですよ。国にしても県にしても。やっぱりもう既に問題になってい
るのはわかっとるわけですわね。それを解消するがための施策を打っていく。やはりこれ
は行政の責務だと思います。ですから補助事業ができんかったら、じゃあ単町費でも、単
県でも上乗せしろよ、事業者はゼロにしてでもつけてごせということが言えるだろうし、
それから、このたびケーブルテレビで整備します光ファイバーの貸し出し、そういうよう
なものもできるかと思います。そこらあたりを、そういうような材料をもって、具体的に
これまで通信事業者さんへいわゆるお願いをしに行っておられると思うんですが、そこら
辺のどういうふうに通信事業者に、日南町に不感地域があるのでここに基地局をお願いし
ますというような手続というか申し入れ、どういうふうな形でやっておられるかというこ
とをちょっと確認させてください。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。今、現場の対応状況でございますが、さき
に述べました不感地域を含めまして、日々、個別に案件として、ここが入りにくいとかい
う声について、先方も担当を、事務部署を通じての要望にとどまっているのが現状でござ
いまして、いわゆる要望書など、いわゆる公文書をもって要望したというところは近年な
いところでございます。事業者も、先ほど補助事業の活用というところでは自己負担があ
るんだよということを述べられましたけども、事業者としても通信事業者としての責務と
して、個別にもっとそういったところに対して対応しなければならないというところで
は、現在、そういったユーザー、使われる方々に対しては、主にインターネットを通じて
でございますが、２４時間のサポートでしたり、あるキャリアの中ではいわゆるアプリを
設けて、ここが不感だよというようなサービスも行っている現状がございます。この対応
につきましては、近年充実してきており、５年前、１０年前とは企業の考え方も変わって
きたのではないかという点においては、その辺に甘えるというわけではございませんが、
基本、そのあたりも活用していただきたい。すぐに対応いただけるということですので、
活用いただきたい。一方では、議員御指摘の基地局というところの安定性に比べますと、
いわゆる増幅器であるとか、そういったものに比べますと、基地局に比べますと安定的な
入りがいいとかいうことには比較にならないところもあろうかと思いますので、引き続き
もっと強くプッシュしていくとともに、一刻も早く先ほど申し上げました地域が解消でき
るように努めてまいりたいと思います。以上です。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）先般、事業者の一つで面談した経過がありまして、私のほうから
もお願いをしたところですけれども、その中の話の中で、先ほど担当者は１，０００万と
いう話がありましたけど、そのときには、多分レベルの基準、どこにあったのかはわかり
ませんけども、３，０００万という話をされました。要はハードではなくて、もう一つや
はり事業者として考えておられるのが、ランニングコストというところが大きなウエート
を占めているのかなというような感じで私自身は感じましたので、ですからそういうとこ
ろも含めた形の中で、携帯電話についての電波のエリアの確保というところは考えていっ
てあげないと、なかなか前に進まないのではないのかなというふうに思いますので、県あ
たりとも含めて、その辺が解消できるように引き続き努力をしていきたいというふうに思
います。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）わかりましたというか、そういうようなところなので、い
わゆる日南町としてもできるところをやはり通信事業者さんのほうにもアピールしていた
だいて、ぜひこの不感地域の解消というのを早期に図っていただきたいと思います。残る
０．０１の中の方々というところでございます。ぜひそこのところをフォローできるよう
にしていただきたいと思います。
　実は、こういうような携帯電話の話なんかもそうなんですが、やはり情報化の本当に計
画のうちなんですよね。それを何年後には解消しますということをやはり行政として町民



に公表すべきことだと思います。どうでしょう、町長。情報化の推進計画、つくるとおっ
しゃいませんか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）前向きには考えていきたいというふうに思っておりますが、ちょ
っと私も他の地域の計画がどの内容なのかわかりませんので、そういうことも勉強しなが
ら、前向きに考えます。ありがとうございました。
○議長（山本　芳昭君）６番、岩﨑昭男議員。
○議員（６番　岩﨑　昭男君）どうもありがとうございました。
　そういうことで、情報化推進も積極的に取り組んでいただきたいし、地域おこし協力隊
もしっかりと採用していただきたいということで、私の一般質問のほうを終わります。あ
りがとうございました。
○議長（山本　芳昭君）関連質問がありますか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）ないようでしたら、ここで暫時休憩といたします。再開は２時
３５分からといたします。
　　　　　　　　　　　　　　午後２時２３分休憩
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午後２時３５分再開
○議長（山本　芳昭君）休憩前に引き続き会議を再開します。
　　　　───────────────────────────────
○議長（山本　芳昭君）タブレット６ページから７ページ、３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）皆様、こんにちは。日本共産党の岡本健三です。今回、初
めて議員として一般質問に臨みます。議員の仕事として、町民の皆様の声をできるだけよ
く町政に反映させるよう、精いっぱい努めたいと思います。ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　まず冒頭に、ちょっと唐突なんですけれども、昨年１２月１４日から沖縄県と沖縄の方
たちの民意を無視する日本政府によって強行されている辺野古崎周辺の埋め立て工事に反
対し、普天間基地の即時運用停止と辺野古新基地建設の速やかな中止を求め、日夜全国で
活動している市民の皆様に心からの連帯の挨拶を送ります。憲法４１条、９２条及び９５
条を無視するとともに、当事者である沖縄県の民意を踏みにじり、地方自治の根幹を揺る
がそうとする政府の歴史的暴挙を前にし、可能な限りの抵抗を続ける皆様の勇気と行動力
に深い敬意と称賛を表明し、一般質問を始めるに当たっての私の挨拶にかえさせていただ
きます。ありがとうございました。
　それでは、質問に移ります。
　さて、私は、本日、４つの町政の課題について質問します。まず、小・中学校の給食費
無償化について、次に、消費税１０％増税の影響について、３つ目に、日南福祉会の施設
使用料負担と赤字決算について、そして最後に４つ目、米軍機の低空飛行訓練と日米地位
協定についてお聞きします。
　では、まず１つ目、小・中学校の給食費無償化について質問します。
　３月議会の一般質問で、執行部は学校給食法に言及し、施設及び設備に要する経費並び
に学校給食の運営に要する経費を町が負担し、それ以外の経費を保護者の負担とするのが
法律の定めである旨、御答弁されました。執行部は、給食費無償化が法的には可能という
認識であるか、この点を改めて確認いたします。
　また、給食費無償化を実現するために、町の予算を使う必要があります。その費用が現
在の町の教育予算の何％程度か、また、その費用が町全体の財政へ及ぼす影響がどの程度
かをお伺いします。
　さらに、小・中学校は義務教育ですから、そこでの給食も義務教育の一環と捉えること
ができます。そう考えれば、教科書と同じように、費用を全て公費で賄うこともあながち
不自然とは言えません。そして、その財源として、当面は潤沢な町の基金などを利用し、
将来的には県や国へも支出を求めてはどうかと考えます。執行部のお考えをお聞かせくだ
さい。
　次に、２つ目の質問、消費税１０％増税の影響についてお聞きします。
　今回の増税では、飲食料品や新聞への軽減税率適用、来年６月までの期間限定で電子マ
ネー、各種クレジットカードなどの使用によるポイント還元が予定されています。また、
４年後の令和５年１０月からはインボイス制度が導入され、仕入れた品物にかかる消費税
額を控除するためには仕入れ業者がインボイスを発行しなければなりません。インボイス
発行には税務署長への届けが必要であり、しかも消費税の課税事業者でなければインボイ
スを発行できません。ですので、特に現在消費税が免税されている年間販売額１，０００



万円以下の方々にインボイス導入は大きな影響を及ぼすと思われます。
　そこで、まず、これらの制度変更に伴い影響を受ける町内の農林業者、商工業者の数を
お尋ねします。
　この消費税増税をしなければならない理由ですが、政府の説明によれば、消費税の増税
は、社会保障などの財源を確保するためとなっています。３月議会でも増税中止を求める
陳情に対する増税賛成の御討論では、社会保障の担保が取り上げられていました。しか
し、消費税のうち地方消費税を除いた部分は国の一般会計の歳入に充てられます。したが
って、その用途が何か、必ずしも明瞭ではありません。例えば昨年末に閣議決定された中
期防衛力整備計画では、米国から戦闘機のＦ－３５を１４７機導入することになっていま
す。その購入と運用期間３０年間の維持費を合わせ、総額６兆２，０００億円の巨額の防
衛費が使われます。欠陥機と言われ、米軍も購入を見合わせているＦ－３５ですが、その
購入費用は社会保障費と同じく国の一般会計から捻出されます。ですので、一度消費税を
納めてしまえば、どちらに使ったか、誰も区別できません。この点、消費税の用途に関す
る町長の御所見を伺います。
　次に、３つ目として、日南福祉会の施設使用料負担と赤字決算について質問します。
　日南福祉会は施設使用料として、あかねの郷建設などの費用の起債償還に係る部分を負
担し、平成２６年度まで支払い続けてきました。しかし、平成２７年度以降、４年連続の
赤字決算となる見込みで、負担額が猶予または免除される予定です。町は依然として日南
福祉会への残高の償還を求めていますが、償還のためには現在の赤字決算の原因を明らか
にし、それらを解決して黒字決算としなければなりません。
　そこで、改めて、現在の償還計画における日南福祉会の施設使用料負担の償還残高とそ
れをいつまでに償還する予定か伺います。また、現在の赤字決算の根底にどんな要因があ
り、それぞれどの程度の額の影響を与えているのか、それらを解決する方策があるのかお
尋ねします。
　さらに、１０月の消費税増税とあわせて、介護報酬の改定が予定されていますが、この
改定が日南福祉会の経営改善にどの程度寄与し、それが職員の方１人当たりどの程度の賃
金上昇につながるか、あわせて伺います。
　最後に、４つ目、米軍機の低空飛行訓練と日米地位協定についてお聞きします。
　日南町の多里校区などで近年、多くの方が米軍機の低空飛行訓練による騒音、振動など
の生活妨害を経験されています。このような米軍の低空飛行訓練に対し、町がどのような
対応をとってこられたか、また、その対応によって低空飛行訓練による生活妨害が改善さ
れたかどうか、まずお尋ねします。
　この低空飛行訓練ですが、米軍がこれを継続できるのは、米軍による施設、区域の使用
と米軍の地位について定めた日米地位協定では、米軍機の飛行等を国内法で規制できない
としているのが一つの大きな原因だと考えられます。
　この地位協定について、全国知事会は、昨年８月に抜本的な見直しを日米両政府へ提言
しています。日南町上空での低空飛行訓練をやめさせ、静穏な生活環境を取り戻すために
も、町として他の自治体等と連携し、日米地位協定の見直しを政府へ提言されてはいかが
でしょうか。町長の御所見を伺います。
　以上、最初の質問を終わりにします。
○議長（山本　芳昭君）執行部の答弁を求めます。
　中村町長。
○町長（中村　英明君）岡本健三議員の御質問にお答えします。
　まず、最初の小・中学校の給食費無償化につきましての御質問は、この後、教育長のほ
うからお答えさせていただきたいと思います。
　私のほうからは、まず、消費税１０％増税の影響についてという項目の中の最初に保育
料無償化と消費税増税の負担増減の影響ということでありますが、御質問でありますが、
まず、保育料無償化による負担軽減額につきましては、平成３１年４月時点での園児数を
基準に現行の算定基準額から軽減額を算定しますと、年間約１，９００万円の軽減となり
ます。一方、消費税１０％の増税の影響につきましては、対象世帯の課税対象消費額を確
認できる手法がないため、増額の影響額につきましては算定できないと考えております。
　次に、増税に伴う軽減税率等への対応による影響についてでございますが、町商工会を
通じて町として把握できているものにつきましては事業者数のみで、経費については把握
ができておりません。軽減税率適用につきましては、７９の事業者、ポイント還元につき
ましては１２事業者、２０２３年１０月から導入されます適格請求書保存方式、いわゆる
インボイス制度につきましては、適格請求書の交付義務が免除される旅客運送、自動販売
機等、あるいは郵便切手などを除く多くの事業者に影響するものと認識しており、その事
業者数は把握ができておりません。現在、税務署、商工会、ＪＡなどを中心に、制度の周



知の取り組みが行われていると聞いておりますけれども、それぞれの制度が開始されるま
でには随時推進されるものと考えております。
　続きまして、消費税の使途に関する所見という御質問でありますが、消費税は消費税法
に定められているとおり、地方交付税法に定められるもののほか、年金、医療、介護の社
会保障給付費及び少子化施策のための経費に充てるものと定められております。このたび
の増税予定分の財源も含めて、法の趣旨に沿った使い方が当然されるものと考えておると
ころであります。
　次に、３つ目の日南福祉会の施設使用料償還残高と償還計画についてでございますが、
介護保険施設の指定管理者であります日南福祉会には、施設整備や修繕に要した費用の起
債償還分の一部、介護サービス債も含めてですが、施設使用料として毎年度負担を求めて
きました。平成２３年度には初の赤字決算となり、運営状況が厳しくなったため、以降、
修繕等に伴う新たな起債分につきましては、負担を求めてないのが現状であります。近年
は、年度ごとの決算見込みにより使用料負担につきまして協議することとなっており、平
成２７年度、２８年度の施設使用料相当額は、赤字決算が見込まれたため猶予の取り扱い
とし、繰り延べをしてきたところであります。また、２９年度、３０年度につきましても
同様な状況にあることから免除とし、施設整備、使用料相当額の支払いは求めないことと
しました。このことによりまして、平成３１年４月１日現在、使用料負担額の残高は、合
計ですが約５億１２８万円で、２年間の猶予があったことから、最終償還は当初計画より
２年間延長された令和１８年度に完了する予定であります。
　続きまして、赤字の要因とその解決についてですが、日南福祉会に限らず、ちょっと一
般的な説明になるというふうに思いますが、全国的に黒字施設と赤字施設の経営状況の違
いを生み出す要因の一つとして、定員規模の問題があると言われております。定員１００
人以上の施設では、赤字となっている施設は全体の２５．２％にとどまっておりますけれ
ども、定員規模が小さくなるにつれて赤字施設の割合は増加し、８０人以上９９人以下の
施設では２５．８％であるのに対しまして、２９人以下の小規模施設では全体の
４１．９％という調査結果が出ております。
　次に、施設は整備されていても利用率が上がらないという問題点もあります。要因の一
つに人材不足があり、定められた人員配置基準の確保や過重労働による離職を抑制するた
めに、利用率を上げられないという事情もあると考えられます。これに対して人材確保が
容易でないことが利用率の向上を阻み、結果として赤字になるという負の結果に陥ってい
る可能性があります。
　また、介護報酬のマイナス改定や利用者の介護度の軽度化など、さまざまな要因が考え
られます。これらの要因が及ぼす影響額について、それぞれ要因ごとに算出しておりませ
んけれども、今後の経営改善に向け、将来にわたる地域福祉ニーズに応えるための地域ニ
ーズを的確に把握し、人材を確保しながらサービスの提供が必要と考えております。
　町としても介護福祉人材育成奨学金事業に加え、介護福祉人材支度金事業を開始し、従
事者の育成に努めてまいります。また、離職者の減少を目的として、手当ての加算等処遇
改善策の検討や、介護用リフト等の介護福祉機器の活用により職場環境を改善し、腰痛に
よる離職防止するための解決策を講じていきたいというふうに思っております。そして、
職員個々への研修など、ソフト面の充実が重要であると考えておりまして、人材の育成に
取り組んでいただきたいと思っております。
　続きまして、予定される介護報酬改定の効果ということにつきましてですが、ことし
１０月に予定されております消費税率引き上げにあわせまして、消費税収入を財源とした
介護人材の確保、介護人材の定着を主目的とする新たな処遇改善加算が創設されます。特
定処遇改善加算の創設に当たりまして、２，０００億の財源が定められました。内訳とし
て、公費が１，０００億、保険料が１，０００億であります。およそ２０万人いる勤続
１０年以上の介護福祉士の賃金水準を全産業平均程度まで引き上げるもの、月額ですが、
８万円程度というふうに言われております。この算定根拠としております。この
２，０００億を各種サービス種類にどう配分するのか、各サービスの中で事業所ごとにど
のように分配するのか、事業所内でスタッフにどう配分するかという３段階で特定処遇改
善加算の内容が固められました。
　介護報酬の改定に当たっての主な視点は、介護人材の処遇改善、消費税の１０％への引
き上げ対応の２点であり、改定率は合わせて２．１％が示されているところであります。
介護人材の処遇改善につきましては、介護職員の確保は重要であり、これまでも他職種と
の賃金差等も踏まえ、処遇改善を進めてきたところでありますが、次の３点について、新
たな視点として考慮されております。１つ目は、最大の課題であります人材の確保のた
め、介護離職ゼロに向けたさらなる処遇改善を進める必要性、２つ目は、介護ケアの質の
向上を図る観点からも、経験、技能のある職員に重点化した介護現場への定着促進につな



がるための処遇改善の必要性、３つ目ですが、さきに述べた２つの趣旨を損なわない程度
で柔軟な運用を認め、介護以外の職種に配分可能とし、介護事業者の賃金のベースアップ
につなげるということが考慮されております。
　次に、消費税への対応につきましては、基本、単位数の引き上げ、区分支給限度基準額
の引き上げ、補足給付に係る基準費用の引き上げ等が予定されております。これらの改定
につきましては、加算を受けるために要件がありますけれども、２０１９年度介護報酬改
定につきましては、令和元年６月１１日にいわゆる国のほうから県レベルの説明会が開催
されたところでありまして、日南福祉会におきましても申請の方向でありますけれども、
具体的な中身につきましては、今後検討を進めていく方向であります。概要について示さ
れたばかりでありますので、一部職種の具体的金額は示されてはいるものの、現段階での
経営改善の寄与及び職員１人当たりの賃金上昇額につきましては、現時点では不明確であ
ります。
　次に、４番目の米軍機の低空飛行訓練への対応とその効果についてでございますが、こ
れまでも米軍機などの低空飛行に関する目撃情報や騒音の苦情につきましては、鳥取県や
自衛隊の美保防衛事務所へ情報提供を行っておりまして、本年度の目撃情報は、日南町で
６件、県内の情報提供が２５件あるとのことで、前年度と比べて増加している状況であり
ます。この情報提供につきまして、鳥取県では外務省に対し、低空飛行に関する状況説明
や改善の申し入れを行っているところですけれども、外務省からの明確な回答が返ってこ
ないとの報告でありました。しかしながら、町民皆さんの不安を解消するためにも、引き
続き関係機関へ情報提供に努めるとともに、低空飛行に関する状況説明を求めていきたい
というふうに考えております。
　続きまして、日米地位協定見直しの提言という御提案でございますが、在日米軍による
事件や事故、飛行訓練等について、国内法が適用されないために、たびたび大きな問題と
して取り上げられておりますけれども、住民生活の負担と不安を与えている米国の対応に
つきましては、改善していくことが必要であると認識しております。
　日米地位協定は、国の安全保障にかかわることであるために、要請に関しまして、県及
び町村会のもとで協議し、対応していくことが望ましいと考えております。
　以上、岡本健三議員の御質問に対する答弁とさせていただきますが、最初の小・中学校
の給食費無償化につきましての御質問は、教育長のほうからお答えしたいと思います。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）それでは、岡本健三議員の御質問にお答えをいたします。
　まず、１つ目の小・中学校の給食費無償化についてでございますが、給食費の無償化が
法的に可能かどうかという点でございます。
　学校給食法におきましては、学校給食の実施に必要な施設・設備に要する経費、学校給
食の運営に要する経費は学校設置者の負担、その他の学校給食に必要な経費については保
護者の負担とするとされております。本町では、給食センターの施設・設備の管理、給食
の調理、運搬等に要する経費は町が負担をしておりますし、食材の購入費を給食費として
保護者の皆さんに負担をしていただいております。また、要保護家庭等の経済的にお困り
の御家庭に関しては、給食費の助成を行ってまいっております。
　本町は、学校給食法等法令に基づいて運営をしております。無償化が法的には可能であ
るというふうには考えておりません。しかしながら、現状では、自治体によって、法の趣
旨とは異なる判断で減免を行っているところがあります。設置者と保護者との協力関係の
中で食を通して教育をするという学校給食の教育目標を達成することを尊重しつつ、一方
で、社会の経済状況の変化を鑑みながら、保護者の経済的な負担軽減のあり方など、社会
情勢や他の市町村等の動向を見ながら、引き続き議論を行っていきたいと思っておりま
す。
　次に、２つ目ですが、町の教育予算に対する無償化に必要な費用の割合と町財政への影
響についてですが、本年度の学校給食会予算によりますと、無償化に必要な給食費、これ
は食材費ですが、１，０９１万円、この内訳は、小学校６２５万円、中学校４６６万円で
あり、この金額は一定の単価に食数を掛けて算出をしたものであります。また、今年度の
町の教育予算のうち学校教育に係る予算、これは教育総務費、社会教育費、保健体育費を
除いた小・中学校費としたものですが、これは９，５０７万４，０００円であります。し
たがって、無償化に必要な給食費は学校教育費に係る予算の約１１％になり、これは学校
給食費のかなりの割合を占めると考えます。
　また、無償化に必要な給食費が町全体の財政へどの程度影響を及ぼすかについては、本
年度の例でいいますと、町の一般財源に直接１，０９１万円の負担が生じることとなりま
す。なお、この金額につきましては、その年の児童生徒数や町の一般財源の規模によって
変動してまいりますので、御了解いただきますようにお願いいたします。



　最後に、無償化の財源を国や県に求めてはどうかという点についてですが、給食費無償
化の実現におきまして、財源の確保が一番の課題になるというふうに考えます。本町も学
校給食を実施するに当たり、学校給食法等法令に基づいて運営を行っております。国や県
も同じ立場であるというふうに考えております。給食費として負担していただいている食
材の購入費については、法の趣旨を尊重しながら、部分的に軽減できる方法はないかな
ど、今後も社会情勢や他市町村の動向を見ながら、引き続き議論を行ってまいりたいと思
っております。
　以上、岡本健三議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。
○議長（山本　芳昭君）再質問がありますか。
　３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）御答弁ありがとうございます。
　順番に、まずは小・中学校の給食費無償化の部分から再質問していきます。
　法的に可能とはお考えではないという御答弁でしたけれども、ここに一つ資料がござい
まして、少し古いんですが、昭和３３年４月９日の文部省管理局長発、北海道教育委員会
教育長宛ての文書がございます。これは、学校給食費の徴収管理上の疑義について、この
北海道の夕張市の監査委員の方が当時の文部省へ問い合わせたときの文部省の答えたもの
です。これ、誤解のないようにお読みします。返答の部分ですね。
　まず、１番、学校給食法第６条第２項、これは平成２１年４月１日に改正されてますの
で、現在の学校給食法の第１１条第２項で、先ほど教育長がおっしゃったことに対応しま
す。この第６条第２項の規定は、児童または生徒が学校給食を受ける場合のその保護者の
負担の範囲を明らかにしたものであって、保護者に公法上の負担義務を課したものではな
い。２、法第６条の規定は、経費の負担関係を明らかにしたものであるが、保護者の負担
を軽減するために設置者が学校給食費を予算に計上し、保護者に補助することを禁止した
趣旨のものではないということで、この文書をどう解釈するかというのもあるんですけれ
ども、基本的には保護者に、今、今回の古い法律の６条２項、現在の法律の１１条の２項
で書いてあるように、保護者にここで、あれですね、学校給食の設備に要する経費並びに
学校給食の運営に要する経費というのまで保護者に負担させないという意味合いであっ
て、それ以下であれば、保護者の負担を軽減することについては問題ないというふうに解
釈できると思います。
　これはもちろん昭和３３年、６０年以上前の文書ですので、その後、法の改正もござい
まして、現在の文科省のこの法解釈がどうなっているかということについては、ちょっと
私も確認をしてないんですが、執行部としては、この昭和３３年の回答を覆す何らかの根
拠をお持ちで今回法的に可能ではないという御答弁だったのでしょうか。その点、お伺い
します。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）先ほどおっしゃったことはまさにそのとおりだというふうに思
っております。質問の言葉ですが、町は無償化が法的には可能という、この無償化に当た
る言葉についての捉えが少し食い違っているのかなというふうに思うんですが、無償化と
いうのは、やはりゼロか１００かというところで、給食費を全て保護者が払わなくていい
というような考えには立っておりませんが、おっしゃるように、軽減策、何らかの形での
軽減をするということについては、それは当然今までも町の執行部のほうでも議論されて
おりましたし、そこらあたりのところを否定をするものではありませんので、全く全てが
公費で支払うべきものであるという考えではありませんが、その軽減策については議論の
余地はあるというふうな解釈でおります。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）込み入った議論になりそうですけども、軽減か完全無償化
かという議論、今おっしゃったのはそういうところだと思うんですが、この負担義務を課
したものではないということで、この３３年の文書には、じゃあどこまでそれを免除して
いいんだということは書いてないので、そこら辺は正確にはわからないわけですが、現実
問題として、文科省が昨年７月に学校給食費の無償化等の実施状況の調査結果を発表して
おります。８２の自治体で、小学校または中学校、あるいはその両方で給食費の無償化と
いうのが行われておりまして、これは文科省もその実情を当然把握しているわけですね。
もし文科省のこの法解釈が、これがもし給食費無償化、完全無償化というのがいけないと
いうことであれば、当然この８２の自治体に対しては文科省から何らかの通達があって、
そういうことはやめてくれというような通達が当然あってしかるべきだと思いますが、町
はそのような情報を御存じでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）県内の中でも無償化に進んでいる市町村があるというふうに聞



いておりますし、決してそこが法的にだめというふうな解釈ではないというのも存じ上げ
ております。ただ、給食費だけを、保護者負担、そこだけに考えていくということではな
くて、本町につきましても、町民１人当たりが受けるサービスに換算するとという資料の
中で、教育費については１人当たり１０万２，４３２円、そういったところに投じられて
いるという資料もございます。町の中での、確かに給食費の無償化というところにはあり
ませんけれども、しかしながら、さまざまな町の子育て支援策であったり、小・中学校の
児童生徒にかかわる莫大な町費も町の中でかかっております。そういったあたりをトータ
ルで考えながら、その無償化のその先々の軽減のあたりをどういうふうに議論していくの
かということについて、これまでと同じような形で、他の町村とのいろんな関係の中で取
り組んでいくべき課題ではないかというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）とりあえずそしたら無償化が法的には可能という認識でよ
いんですかね。その点、とりあえず。だめ。
○議長（山本　芳昭君）無償化が法的に可能かという問いでございます。
　伊田教育長。
○教育長（伊田　典穂君）可能というか、法令に基づきまして、そこのところについては
多くの自治体は給食費の保護者負担というところの、その趣旨というのが、全てが学校教
育のことについて公的ではなく、学校給食が食育というところも鑑みながら、保護者と学
校と家庭と地域と、それぞれが一緒になって取り組んでいくという性質のものであるとい
うことが法の趣旨だというふうに思っています。そういったところの法の趣旨を鑑みなが
ら、町としてもやはり無償化という、ただにしていくということではなくて、それぞれの
軽減策というところ、いろんな面での取り組みの方策があるので、食材費にかかわるもの
については保護者に負担をしていただくと、それ以外のところの軽減策について、町費で
考えていくというスタンスであるというふうに思っております。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）町の御意見はわかりましたけども、とりあえず法的な議論
はじゃあ、特にそれが不可能という根拠はないようですので、法的な議論はちょっとやめ
るとして、まず、あれですね、財源、無償化に必要な予算の規模なんですけれども、小・
中学校費の１１％とおっしゃっておりますが、これは教育費全体から見ますと約２．３％
ということになります。一般会計の総額と比較すれば０．１４％ということで、この数字
をもってこれなら絶対可能だろうというわけではないですけれども、実現不可能なほど大
きな金額ではないというふうに考えますけれども、その点の御意見はいかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）村上教育次長。
○教育次長（村上　伴樹君）失礼します。教育費に係る給食費が約１１％ということなん
ですけれども、この教育費の中で、やはり一般財源の割合が非常に大きくなっておりま
す。教育費の場合については。今、議員言われたパーセンテージは微々たるものなんです
けれども、やっぱり一般財源の比率が高いために、長い目で見ていけば、財政運営に及ぼ
す影響は大きくなるのではないかなというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）そうですね。その点についての話をしようとすると、また
ちょっと法律の話に戻ってしまうんですけれども、結局最初の御答弁では法改正に向かう
議論があるとすれば、県内の状況に応じて県や国への働きかけを検討していきたいという
ことでしたけれども、これは恐らく法改正の必要はないですね。先ほどの昭和３３年の文
部省からの通達文書が今でも覆されてないということであれば。ですので、ぜひ県や国へ
の働きかけを御検討いただきたいというふうに思います。
　とりあえず給食費無料化についてはそこまでにしまして、次に、消費税１０％増税の影
響についてお聞きします。
　まず、軽減税率適用が７９事業者との御答弁でした。これはまず、小売業者、卸売業者
などの数を恐らく数えたものと思われます。もちろんこういう方たちは軽減税率適用、軽
減税率、例えばレジスターをかえるとか、帳簿をかえるとか、いろいろ手間があるので、
こういう方たちの負担が大きいのはそのとおりだと思います。ですがそのほかにも町内に
は農林業、商工業の、私が調べた限りでも、これは農林業センサスの数字ですけれども、
町内には農林業、商工業の２５６の事業所がございまして、それで、正攻法で言われてい
ることでは、たとえ軽減税率が適用される飲食料品を販売していなくても、多くの事業者
が購入はすると、必ず、お茶菓子を買うとか、誰か人に上げるような進物にするのに何か
飲食料品を買うとかいうことはあるので、軽減税率の適用で、そういう帳簿関係の手続に
影響を受けるのは２５６のこの事業者ほぼ全てというふうに考えられますけれども、いか
がでしょうか。



○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）おっしゃるとおり、いわゆる仕入れ側の立場に立ちますと、
そういう経理が必要になってくると思います。御質問の趣旨をこちらで解釈しました中
で、やはり販売側で軽減税率の対応、例えばレジの対応であるとか、そういったものを想
定をして、販売側ベースでの商工会で把握できる数ということで、７９という業者を上げ
させていただいてます。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）ありがとうございます。おっしゃることはよくわかりま
す。よくわかりますけども、政府広報でも注意を喚起しておりますので、ぜひ全ての事業
者の方に注意喚起をお願いいたします。
　それで、次に、ポイント還元の件では、影響事業者は１２事業者に限られるということ
です。ということはどういうことかというと、消費者の方が日南町でポイント還元を受け
ようとすれば、電子マネーですとかクレジットカードなどを準備した上で、この町内の
１２の事業者のどこかで買い物をする必要があるということになってきます。これは、よ
いほうの影響、普通、ポイント還元というのはよいほうの影響ということになってきます
けども、日南町の消費者にとって余り恩恵、よいほうの影響がない制度であるようですけ
れども、こちらについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）御指摘のとおり、ポイント還元の恩恵を受けようとする場合
には、当然キャッシュレスという決済を導入する必要がございます。町内で指折ってみま
すと、それに対応できる業者はわずかであるということで、今現在の状態では町民の方が
恩恵を受けれる業者数は少ないというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）ありがとうございます。
　それで、一応つけ加えると、１２の中にこれ数えられているかどうかはちょっとはっき
りとわからないんですけれども、大手の会社、例えば丸合さんみたいなところではこのポ
イント還元の対象からは外れるというのが、正確には法律上の決まりがあって、丸合さん
の決算も私はっきりとはわからないですけれども、従業員が５０人以下でなければいけな
いというような縛りがありますので、恐らく丸合さんはこのポイント還元からは外れてく
ると思われます。
　ということをちょっとつけ加えておきまして、次の再質問ですが、インボイスについて
なんですが、インボイスについては、軽減税率適用ということでお答えいただいた７９の
事業者に加えて、個人で農林業を経営されている経営体など、多くの経営体が影響を受け
るというふうに思われます。もちろん私もちょっと正確な数というのは把握はできないん
ですけれども、日南町には農業経営体が７１１あります。うち農産物の販売をしている経
営体が６５３あります。そのうちに特に影響が大きいと考えられるのが現在消費税が免税
されている販売額が１，０００万円以下の経営体になります。ごめんなさい。未満と以下
とちょっと、私が調べた資料は未満なんですけれども、多分法律上は以下だと思います
が、とにかく免税と思われる業者、農業経営体が６３５あります。御存じのとおり、ＪＡ
の出荷というのはインボイスが要りません。けれども現在では多くの農家の方がＪＡ以外
へも出荷しております。個人でもし取引を続けるためにはインボイスが発行できる課税業
者とならなければならないため、大きな影響がある可能性があります。この点についてど
うお考えか。また、例えば道の駅日野川の郷など町内の指定管理業者で農産物の出荷を受
ける場合にはインボイスの発行の必要があるかどうか。この２点をまず伺います。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）御指摘のとおり、今おっしゃっていただいた免税事業者六百
数十につきまして、影響があろうかというふうに思っております。インボイスにつきまし
ては、適格請求書の発行及び保存を義務づけるものというふうに理解をしておりますけど
も、いわゆる売り先、売った先の方が消費税の仕入れ控除として申告をされるというもの
のために、売った側が消費税の内訳のついた請求書を発行して保存をしなければならない
というのがインボイス制度だというふうに思っておりますけども、そうした場合、課税、
免税にかかわりなく、そういった請求書を提出する必要があります。
　それと、制度が正式に始まります２０２３年には、税務署への登録も必要になってまい
ります。そういった意味で、今現在、免税事業者として取引をされておられます多くの事
業体の方がそういった登録なり、そういった請求書を提出する必要が出てまいりますの
で、影響は少なくないというふうに考えております。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。議員の御質問にありました２点目の道の駅



への影響でございますが、町は、指定管理者制度によって、今、委託をしております。そ
こで取引が生じておりますので、影響はあるものと考えております。以上です。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）ちょっとその辺はわからないんですが、大体委託販売で、
例えば１５％とか２０％の委託料を払って多分直接農家の方なりが売っているという形だ
と思うんですけど、それでもインボイスが必要になってくるんでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。議員御質問の趣旨といいますか、内容につ
きましては、いわゆる業者は現在でいう出荷者協議会の方との取引だけではなくて、あら
ゆる業者と取引をしながら仕入れて売るというところもやっておりますので、そういった
ところを総じてお聞きになったものとして答えましたが、事業者としては発行する責任が
あるということでの認識でおります。
○議長（山本　芳昭君）出荷者が必要かという質問ではないんですか。
○議員（３番　岡本　健三君）出荷者がインボイスを、出荷者が課税業者になってインボ
イスを発行する必要があるかどうかという、そういう質問なんですけれども。６００戸余
りの農家の方が課税業者になってインボイスを発行する必要があるかという、そういう質
問ですけれども。
○議長（山本　芳昭君）實延企画課長。
○企画課長（實延　太郎君）失礼いたします。先ほど議員もおっしゃいました農協等への
出荷と同じ扱いで取り扱われると思いますが、このあたりは今後の、４年後に備えまして
のセミナー等も通じて、きちっとした対応ができるように推進等もしていきたいと考えて
おります。以上です。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）その辺のところをはっきりさせていただければと思いま
す。
　それで、農業について申し上げましたので、林業についても申し上げなきゃいけないん
ですが、林業経営体は４０６ありまして、そのうち過去１年間で林産物の販売を行った経
営体数が９８となってます。その中というか、その中かどうかわかんないですけども、そ
のほかに法人化している経営体と地方公共団体、財産区を合わせて２０経営体ですので、
９８からその２０を引いたとして、大体およそ７０から８０ぐらいの経営体が法人化して
いない個人の経営体として林産物の販売をしている免税業者の可能性がある。これはあく
までも可能性なんですけれども、はっきりとしたことはちょっと私もわからないので。例
えばこのような経営体が町内の木材市場やオロチなどへ出荷する場合にインボイスの発行
の必要というのは出てくるのでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）例えばオロチさんに出荷されて、オロチさんが消費税の仕入
れ控除をされるという場合には、必要になってくるというふうに思います。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）済みません。多分オロチさんは森林組合さんから受けてい
るので、森林組合さんに販売すれば、恐らく林業経営体の方はインボイスは必要ないと思
うんですけども、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）失礼しました。販売経路を私が熟知をしておりませんので、
そういった答弁になりましたけども、最終的には販売先が仕入れ控除をされる場合に販売
した者が出す義務があるというのがインボイスでございます。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）済みません。農林課の方はおらないんですね。おられるん
ですか。お願いします。
○議長（山本　芳昭君）農林課長ですか。
　坂本農林課長。
○農林課長（坂本　文彦君）農業、林業ともに、今、木下課長が説明されたとおり、仕入
れ業者のほうが必要ということであれば、発行のほうは必要というふうに考えておりま
す。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）わかりました。原則論としては全くおっしゃるとおりなん
ですけれども、ただ、何ていうんですかね、４年後の話なので、大分先といえば先の話な
ので、それまでにできるだけ個々の経営体の方には、免税業者の方に負担がならないよう
な措置をとっていただければと思います。



　それで、時間も過ぎていきますので、それで、消費税について、３つ目、消費税の用
途、使途についてなんですけれども、確かに消費税法では全く町長がおっしゃったとおり
なんですけれども、ただ、例えば、これは結構有名な話なんですけれども、消費税が導入
されました平成元年以降、消費税の増税分に匹敵する額の法人税、法人三税というんです
かね、法人税が減税されていまして、実際には消費税取った分、その分、法人三税を減税
に使っているという、そういう状況があります。
　財務省の資料を見てみますと、消費税による歳入ですね、これと先ほどおっしゃった社
会保障、子育て、医療、介護、何だっけ。医療、介護……。要するに子育ての４つあっ
た、あの財源と消費税財源とで、消費税のほうが大分少ないんですけれども、この差をす
き間と呼んでて、このすき間が広がっていくのがよくないということで、つまり何が言い
たいかというと、財務省がやろうとしているのは、消費税を社会保障、子育てに充てよう
としているんじゃなくて、社会保障、子育てをできるだけ消費税で満たそうとしているわ
けです。消費税だけで、何ていうんですか、賄おうとしているわけで、別にそんなことを
する必要はないわけです。消費税が安定財源だというような話はありますけれども、だか
らといって、消費税というのは逆進性が強いわけですから、いえば社会保障にその消費税
財源を充てるということは、生活が苦しい、困窮、困っている方からお金を取って、生活
が苦しい、困窮、困っている方を何とか養っていくというような発想で、基本的にそんな
ことが回るわけはないと思います。済みません。何かちょっと質問として、ごめんなさ
い。
　ですので、そういう消費税増税で社会保障とか子育てということを賄っていくと、結局
は逆進性が強い消費税で賄っていくということになって、今ある経済的格差が全然埋まっ
ていかないので、経済的格差をなくすためには、大企業の法人税を中小企業並みに引き上
げるとか、富裕層の所得税の累進性を上げたり、あるいは投資が今、分離課税になってい
ますけども、投資も一緒のまとめて課税するというような、そういうような施策が必要、
そういうようなところに課税して、社会保障ですとか子育てに必要な財源とするのがよい
んじゃないかというふうに考えるんですけれども、町長の御所見をもう一度お願いできま
すでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）回答したとおりでありまして、いわゆる消費税の使い道は決まっ
ているというふうに思っておりますので、その中で使用していただけるものと私自身は思
っております。ただ、おっしゃられるように、いろんな例の捉え方の中ではあるというふ
うに思っておりますけども、私自身とすれば、社会保障費、今回、少子化というところの
中の動きに広がりはあるというふうには理解しておりますけれども、その範囲の中で、消
費税法で定められたもので使われるものというふうに認識しております。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）ちょっとこの辺については余り議論をしても多分平行線だ
と思うので、この辺で消費税の話はやめておきます。
　次に、日南福祉会の施設使用料負担と赤字決算についてです。
　いろいろ御説明を詳しくいただきました。それで、具体的な額をおっしゃらなかったん
ですが、もちろん全体としてを把握するのは多分すごく難しいと思うんですが、一つの大
きな要因というのが、介護報酬の改定でどんどん介護報酬が引き下げられているのが要因
だと思うんですが、例えばその影響を試算した例が、昨年の５月１５日の議会議員説明資
料の資料の３の２というのがありまして、タブレットの中には入っているんですが、ここ
で一つの試算がされてます。それによりますと、通所介護について、平成２９年度のかす
み荘、あかねの郷の総利用者数、実績に対して、平成２６年度改定の報酬単価を用いて介
護報酬を算出すると約１，１９０万円の増収、２６年度、昔のほうがそれだけ収入が高か
ったわけですね。また、同じ平成２９年度の実績に対して平成３０年度改定の報酬単価を
用いて計算すると、約１９９万円の減収というふうになります。つまりこれはどういうこ
とかといいますと、利用者の人数がずっと変わらなかったとしても、平成２７年度と３０
年度の介護報酬の引き下げだけでそれの、通所介護だけで１，４００万円弱の減収となっ
ているんです。これは非常な痛手だと思いますし、また、国の施策なので、日南福祉会と
しては努力のしようのない部分だと思います。
　それから、介護されるお年寄りの数の減少というお話もあったと思うんですけれども、
確かに要支援、要介護認定者が年々減ってきまして、総合事業の対象者の方がふえている
というのも確かでして、これもちょっと金銭的な影響はわからないんですが、これについ
ても人が減る分には福祉会の努力でどうにかなるというもんでもないので、これもなかな
か努力で解決するというのは難しい部分だと思います。
　それで、もう一つの要因としてが、介護職員の方の不足によってサービスが行き届かな



くて、言ってしまえばサービスを提供してもうかる部分がもうけられないという面がある
ということだと思うんですけれども、確かに居住系のサービスが２７年度の月平均で４１
人から２９年度の平均３０人というふうに減ってます。この部分は、町長の御答弁にあっ
たように、待遇改善などによって介護職員の方の増強でカバーできるという部分かもしれ
ません。
　待遇改善の一つとして、消費税増税との抱き合わせで導入が予定されてます介護職員等
特定処遇改善加算という、町長がおっしゃるとおりなんですけれども、一言お聞きしたい
のは、これは仕組みとして勤続年数１０年以上の、経験年数１０年以上の介護の職員の方
にとって一番有利な制度になっていると思います。一番その方の賃上げをしやすい制度に
なっていると思います。確かにベテラン職員の方の離職を防ぐという手だてとしては有効
だと思うんですけれども、これからのことを考えると、若い入りたての介護職員の方の数
をふやすために、勤続年数１０年未満の介護職員の方の待遇改善も考えなければならない
と思いますが、この点について、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）国の介護報酬の改定の要旨がそういうところでありまして、一方
で、柔軟な捉え方をしていいですよという話があってますので、ですから福祉会の中で最
終的にはどの辺の割合をどうするのかというところは決められていくんだろうというふう
に思ってます。当然１０年の経験のある方が一番高いというところは、やはり１０年もし
ないとある程度サービスの質というところが、一番望ましい位置だろうというふうに思っ
てますので、ですから２年目、３年目の人が上がらないということではないというふうに
思ってますし、ただ、他の職種もあります。看護師さんだとか、事務系の皆さんだとか。
やっぱりそういったところのバランスは図る必要があるというふうに思っておりますの
で、単純に、今、２．１３％のうちの何％だったかな、人材の部分がありますので、その
辺の総額がどれぐらいになるかによって、事業所内でやっぱり決められていくんだろうな
というふうに思ってますので、その辺は私どもがちょっと関与する余地はないのかなとい
うふうに思ってますので、いずれにしてもバランスは必要だろうというふうに思ってま
す。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）確かにそういう経営改善については日南福祉会さんの御努
力ということになって、執行部のほうからは余り物は言えないんだとは思いますけれど
も、１０年以上の方でないとなかなか十分なサービスを提供できないということであれ
ば、当然若い方に長く働いてもらうということが必要になってくるわけですし、それか
ら、介護職員以外の方というのは、この介護職員等特定処遇改善加算ですと、さらに賃上
げがしにくい職種に分類されていると思います。ですので、その方たちの待遇改善を図る
ためにも、やはり１０年以下の介護職員の方の待遇改善というのをぜひ考えていただい
て、町からというか、考えていただきたいというふうに思います。
　それで、介護報酬の引き下げというのは国の施策でして、福祉会の経営努力の及ばない
部分ですし……。ごめんなさい。失礼。間違えました。もう１個質問がありました。済み
ません。ちょっとなれないもので、申しわけないです。
　それで、今の介護職員等特定処遇改善加算なんですけれども、この制度はあくまでも加
算ですので、御存じのとおり、福祉会に増収があれば、その１割、少なくとも１割は必ず
利用者の方に負担というのが返ってきます。この点について、消費税増税とあわせてこの
負担増は利用者の方にとっては重荷ではないかと思うんですけれども、この利用者負担の
増加分を町が負担するということは御検討してはいただけないでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）現時点では考えておりません。
　それともう一つは、先ほど岡本さんのお話の中で、減収のことも言われましたけども、
逆に増収の部分もあるというふうに、それは、福祉会だけではなくて、社会保障の介護報
酬の改定には当然マイナスの事業所もありますが、総じてプラスのところもあります。で
すから全体を見てどう判断するかということが重要ではないかなというふうに思っていま
す。確かにおっしゃられた実際の数字は、日南福祉会にとっては影響が大きかったいうの
は事実だろうというふうに思ってますけれども、そうでない部分も、プラスの部分も業種
によってはあるのではないのかなというふうに思っています。
　ただ、最終的には、日南福祉会のケースの場合で申し上げますと、やはり人材不足とい
うところが大きなウエートで今回原因があるというふうに私自身は思っています。確かに
介護報酬の影響というのももちろんありますけれども、今やるべきことはやっぱり人材確
保だろうというふうに思ってますので、それを中心にこれから据えた形、行政としてもい
ろんなというか、施策を、奨学金の施策をつくってきましたけれども、それを最大限これ



からも利用するという、ちょっと言葉は悪いですけれども、そういったところをしなが
ら、やはり人材確保というところがメーンで頑張っていただければ、私は黒字にもなる可
能性は大いにあるというふうに認識しておりますので、これからも福祉会と一緒になって
頑張っていきたいというふうに思ってますので、ぜひとも御支援いただきますようにお願
い申し上げたいというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）どうもありがとうございます。ぜひ職員の方がふえるよう
に、町の御努力をお願いいたします。
　それでは、最後の米軍機の低空飛行訓練と日米地位協定についての再質問ですけれど
も、今年度の、ことしに入ってからの状況を教えていただきました。日南町内で６件、県
内で２５件ということで、これはかなりの増加だと思います。
　私が具体的に聞いた例をお話ししますと、最近、５月のゴールデンウイーク明けから多
里校区で何度かジェット機の低空飛行訓練による生活妨害が住民の方から報告されており
ます。屋外でごらんになった方の話によりますと、付近の山、あのあたりは稲積山になる
んですかね、あのあたりの付近の山の山頂よりも低い低空飛行訓練だったという、そうい
う証言がございまして、恐らくそこにおられた方は非常に怖い思いをされたんじゃないか
なというふうに思います。
　それから、さらに５月１５日の夕方、これは県のホームページで特定できるので間違い
ないと思うんですが、５月１５日の夕方には、横田基地を離陸し岩国基地へと向かうオス
プレイが若桜町を経由して、若桜町で一遍目撃されて、その後で日南町上空を通過するの
が目撃されてまして、飛行中の写真も町内の方によって撮影されてます。このオスプレ
イ、これも有名な話ですけれども、オスプレイは飛行時間当たりの事故率が高い。それか
ら、機構上の欠陥ですね、プロペラを上から前へ倒さなきゃいけないとかっていうような
非常に複雑な機構で、機構上の欠陥ですとか、機材としての信頼性の低さというものが指
摘されてまして、この間、ことしの４月にも、岩国基地から神奈川県の厚木基地へ向かう
オスプレイが大阪の伊丹空港へ緊急着陸するという、そういう事案が発生しています。こ
のような機体が町の上空を飛ぶというのは、町民の安全を非常に脅かすものではないかと
考えるんですが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）木下総務課長。
○総務課長（木下　順久君）ただいま議員御指摘のとおり、本年度に入って件数が急にふ
えたかなというふうに思っております。２６年度からの日南町から県へ報告した件数を手
持ちをしておりますけども、２６年度、４件、２７年度、５件、２８年度以降、
２８、２９、３０とそれぞれ１件ずつでございました。令和元年度に入りまして現在６件
ということで、急にふえた感は否めないところだと思っております。
　これまでずっと県を通じて、最終的には外務省に向けて情報が上がっているんだという
ふうにこちらも思っておりますけども、飛んだという情報が入った時点で、写真が撮れれ
ば写真も含めて県を通じて報告を上げて、改善を求めておるというのが現状でございま
す。ここ３０年までで件数が減ったのは、そういった改善の効果があったのかなというふ
うに思っておりましたけども、本年度に入ってのこの状況ですので、若干残念な気がして
おりますが、状況としてはやはり、ことしの初めてのオスプレイも含めて、見られた方は
不安と恐怖を感じておられるということは共通して思っております。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）ということで、町としても県へ報告を上げて、県から外務
省へ報告を上げて、御努力はされているということなんですが、現実には、一遍減ったけ
ど、またふえているということで、余りはっきりした効果がないんだと思います。
　これは別に執行部の方のやり方が悪いというわけではなくて、根本的な問題は、日米地
位協定というのにあると思います。この資料、ちょっとお配りできなかったんですけれど
も、日米地位協定、御存じのとおりというのが、米国というか、正確には米軍なんですか
ね、米軍と日本政府の間で結ばれているわけですが、他国でも米軍が駐留している国とい
うのは世界中にたくさんあります。これは沖縄県が他国の地位協定について調査した冊
子、その結果の冊子のこれは概要版なんですけれども、これによりますと、この調査はド
イツ、イタリア、ベルギー、イギリスと、いずれもＮＡＴＯに加盟している国なんです
が、この国の地位協定を調べて日本の日米安全保障条約とか日米地位協定というものと比
較しているわけですが、このドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスの４カ国では、どの
国も国内法の規定によって米軍機の飛行などを規制しております。これは国によっていろ
いろ経緯はあって、最初はそうでなかったものが、大きな事故が起こって地位協定が変わ
ったとか、あるいはもともと憲法で他国の軍隊について定めているとか、いろいろ国によ
ってケースはあるんですけども、何せ国内法の規定で米軍機の飛行などを規制していま



す、現実問題として。ところが日米地位協定に関しては、これは米軍機の飛行などを規制
できないということになっております。つまりこの地位協定がある限りは、日本政府は米
軍に対して、抗議をすることは多分できるんだと思うんですけれども、それを米軍が入れ
るという、そういう必要性はないわけです。だから根本的にこの地位協定を変えない限り
は、恐らくこの日南町上空の低空飛行訓練も、あるいは他の地域の米軍の状態も変わらな
いのではないかと思います。
　それで、この地位協定につきまして、最初に申し上げたとおり、全国知事会が昨年提言
しているわけですが、それにつけ加えますと、全国知事会の提言のおよそ３年前、平成
２７年１１月に、日米地位協定の見直しに関する特別決議というのを全国町村議会議長会
が採択しています。それから、お話にあった全国町村会の動きをちょっと調べてみます
と、全国町村会は、御存じだと思いますけれども、ここ何年もの間、米軍機の低空飛行訓
練の実施に適切に対応するよう政府へ要望は出しています。ですが日米地位協定の改定と
いうことにはまだ踏み込めていません。ですので、この日南町での低空飛行訓練というの
をなくすためにも、ぜひ中村町長には、沖縄県の市町村、沖縄の方は非常に困っておりま
すので、沖縄県の市町村などと連携して、全国町村会で日米地位協定改定へ向け、その提
言へ向け、リーダーシップを持ってぜひ行動をする必要があるのではないかというふうに
考えますが、いかがでしょうか。
○議長（山本　芳昭君）中村町長。
○町長（中村　英明君）ことしに入りまして私もそのように、どういいましょうか、かな
りの大きな騒音を確認しておりますし、聞いております。ただ、やっぱり大きな問題であ
りますので、当然最初は西部の町村会なり、あるいは県の町村会、さらに上に上にと上が
るという形のほうがやっぱり最終的には効果が高いんだろうというふうに思っております
ので、そのような動きを提案していきたいというふうに思ってます。
○議長（山本　芳昭君）３番、岡本健三議員。
○議員（３番　岡本　健三君）ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
　─────────────────────────────────────━─
──────────────────────────────────━
　─────────────────────────────────────━─
─────────────────────────────────────━──
─────━
○議長（山本　芳昭君）─────────━
○議員（３番　岡本　健三君）──────────────━
○議長（山本　芳昭君）質問は以上ですか。
○議員（３番　岡本　健三君）はい。
○議長（山本　芳昭君）関連質問はありますか。
　　　　　　　　　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）そうしますと、岡本健三議員の一般質問を終わります。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（山本　芳昭君）以上で本日の日程は全て終了いたしました。
　本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（山本　芳昭君）異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、
散会とすることに決定いたしました。
　ついては、６月１８日の本会議は別に通知をいたしませんので、定刻までに御参集いた
だきますようお願いいたします。
　本日はこれにて散会いたします。長時間お疲れさまでした。
　　　　　　　　　　　　　　午後３時４８分散会
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


